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1
一
自
由
農
民
の
没
落
を
め
ぐ
っ
て
一

西

寸ホ

善

矢

門
要
約
M
　
八
・
九
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
北
・
申
部
で
は
、
自
由
身
分
の
土
地
所
有
者
が
保
有
農
民
に
転
化
し
て
い
く
動
向
が
確
認
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ

れ
ま
で
「
古
典
荘
園
」
の
発
展
と
の
関
わ
り
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
自
由
入
没
落
論
を
再
検
討
す
べ
く
、
モ
ン
テ
・
ア
ミ
ア
ー
タ
修
道
院
に
伝

来
す
る
土
地
貸
借
文
書
を
素
材
と
し
て
、
そ
の
文
書
形
式
と
契
約
内
容
と
を
検
討
し
た
。
そ
の
際
に
、
ロ
ワ
ー
ル
河
以
北
の
場
合
と
は
異
な
り
、
領
主
・

農
民
関
係
が
文
書
を
媒
介
と
し
て
設
定
さ
れ
た
点
に
留
意
し
た
。
そ
の
結
果
、
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
南
ト
ス
カ
ー
ナ
で
は
う
ン
ゴ
バ
ル
ド

期
か
ら
白
埴
リ
ン
グ
初
期
に
か
け
て
、
貧
困
の
た
め
に
土
地
財
産
を
聖
俗
領
主
に
売
却
し
て
、
こ
れ
を
請
け
戻
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
自
由
人
が
増

加
し
た
。
こ
れ
ら
の
者
は
対
等
な
法
関
係
を
装
う
文
書
を
通
し
て
、
重
い
賦
役
労
働
を
課
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
領
主
の
側
か
ら
の
戦
略

的
な
文
書
・
貨
幣
・
公
権
力
の
利
用
に
よ
り
、
ロ
ワ
ー
ル
・
ラ
イ
ン
間
地
域
の
保
有
農
民
よ
り
も
過
酷
な
入
身
的
支
配
に
服
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
四
巻
五
号
　
二
〇
〇
【
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

西
欧
中
世
初
期
農
村
史
の
分
野
に
お
い
て
は
、
農
民
の
存
在
形
態
を
め
ぐ
る
問
題
が
こ
れ
ま
で
活
発
な
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

問
題
は
研
究
史
上
、
領
主
支
配
に
服
す
る
農
民
か
、
そ
れ
と
も
所
有
地
を
自
立
的
に
経
営
す
る
農
民
の
い
ず
れ
が
、
当
時
の
農
村
社
会
を
規
定
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す
る
労
働
力
た
り
得
た
か
と
い
う
仕
方
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
「
領
主
制
説
」
な
ら
び
に
「
自
由
農
民
説
」
と
形
容
さ
れ
る
こ
の

二
つ
の
見
解
の
対
立
は
、
最
近
で
は
、
ロ
ワ
ー
ル
・
ラ
イ
ン
両
河
川
間
地
域
で
広
範
な
展
開
を
見
せ
た
「
古
典
荘
園
」
を
、
中
世
初
期
領
主
制

の
理
想
形
態
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
西
欧
農
村
社
会
が
こ
の
領
主
支
配
体
制
を
志
向
し
た
と
す
る
歴
史
家
と
、
公
的
負
担
の
担
い
手
で
も
あ
る

土
地
所
有
農
民
こ
そ
が
農
村
経
済
を
牽
引
し
た
と
主
張
す
る
、
フ
ラ
ン
ス
南
部
や
ス
ペ
イ
ン
北
部
を
概
究
対
象
と
す
る
歴
史
家
と
の
間
の
抜
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

が
た
い
対
立
と
い
う
様
相
を
帯
び
て
い
る
。

　
イ
タ
リ
ア
北
・
中
部
を
対
象
と
す
る
研
究
に
お
い
て
も
、
同
様
な
見
解
の
対
立
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
タ
バ
ッ
コ
に

代
表
さ
れ
る
、
中
世
初
期
を
通
じ
て
の
公
権
力
の
残
存
を
重
視
す
る
歴
史
家
は
、
国
家
的
役
務
を
果
た
す
自
由
身
分
の
土
地
所
有
者
が
当
時
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

社
会
を
規
定
す
る
層
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
勢
力
に
よ
る
「
古
典
荘
園
」
の
イ
タ
リ
ア
へ
の
導
入
と
展
開
に
注
目

す
る
、
ヴ
イ
ト
・
フ
マ
ガ
ッ
リ
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
経
済
史
家
は
、
保
有
地
を
賦
与
さ
れ
て
上
昇
す
る
非
自
由
人
と
、
所
有
地
を
喪
失
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

保
有
農
民
へ
と
没
落
す
る
自
由
人
か
ら
形
成
さ
れ
た
農
民
層
こ
そ
が
、
農
村
労
働
力
の
本
質
部
分
を
構
成
し
た
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
領
主
権
力
の
成
長
に
伴
い
、
土
地
所
有
農
民
か
ら
保
有
農
民
へ
と
転
化
す
る
自
由
人
が
増
加
し
て
い
く
動
向
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
う
し
た
見
解
の
対
立
を
超
え
て
多
く
の
研
究
者
が
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
自
由
農
民
が
領
主
に
従
属
し
て
い
く
過
程
を
浮
き
彫
り
に
す
る
史
料
と
し
て
こ
れ
ま
で
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
が
、
土
地
の
用
益
を

め
ぐ
り
貸
主
た
る
領
主
と
借
主
で
あ
る
農
民
と
の
間
で
権
利
・
義
務
関
係
を
定
め
た
、
「
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
文
書
｝
膨
①
｝
冨
ω
」
を
は
じ
め
と
す
る
土

地
貸
借
文
書
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
関
す
る
学
説
史
に
つ
い
て
は
次
章
に
回
す
と
し
て
、
こ
こ
で
は
自
由
農
民
没
落
論
そ
の
も
の
に
関
わ
る
以

下
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
農
民
の
負
う
義
務
・
負
撮
が
文
書
に
書
き
記
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
何
か
と
い
う
問
題
が
、

こ
れ
ま
で
本
格
的
な
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
確
か
に
領
主
制
の
拡
大
を
主
張
す
る
歴
史
家
た
ち
が
、
八
・
九
世
紀
の

土
地
貸
借
文
書
を
、
領
主
支
配
に
服
し
て
い
く
自
由
人
の
動
向
を
浮
き
彫
り
に
す
る
史
料
と
し
て
位
置
づ
け
た
点
に
つ
い
て
は
、
正
当
に
評
価

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
こ
れ
ら
の
研
究
者
は
、
イ
タ
リ
ア
で
確
認
さ
れ
る
自
由
農
民
の
没
落
を
ア
ル
プ
ス
以
北
の
動
向
に
接
合
し
よ
う
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と
す
る
あ
ま
り
、
文
書
を
媒
介
と
し
て
契
約
関
係
を
設
定
す
る
と
い
う
イ
タ
リ
ア
に
特
徴
的
な
領
主
制
の
在
り
方
を
、
十
分
に
は
考
慮
し
て
こ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
南
部
の
サ
ン
・
サ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
・
ア
ル
・
モ
ン
テ
・
ア
ミ
ア
ー
タ
修
道
院
に
伝
来
す
る
土
地
貸
借
文
書
を
主

た
る
素
材
と
し
て
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
を
遍
し
て
、
自
曲
人
没
落
論
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
練
り
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ

⑥
る
。

①
農
民
の
存
在
形
態
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
は
、
森
本
芳
樹
『
西
欧
中
世
経
済

　
形
成
過
程
の
諸
問
題
』
木
鐸
社
、
～
九
七
八
年
、
六
七
～
九
八
頁
、
三
二
六
～
三

　
四
頁
、
同
「
西
欧
中
世
初
期
に
お
け
る
社
会
・
経
済
的
発
展
の
担
い
手
を
求
め
て
。

　
対
話
的
研
究
の
展
望
」
『
経
済
学
研
究
』
五
九
巻
三
・
四
号
、
一
九
九
三
年
、
二

　
九
五
～
三
〇
七
頁
参
照
。

②
O
．
証
訂
8
p
N
面
白
ミ
昌
昌
鴨
N
導
ミ
智
ミ
乾
帖
曇
馬
㌧
8
§
ミ
§
鷺
鼻

　
ω
讐
♂
8
一
〇
〇
①
…
ω
．
O
霧
冨
門
昼
ω
窪
郎
一
重
お
邑
一
冨
ユ
①
一
Φ
σ
Q
p
邑
焦
一
象
℃
①
註
2
鑓

　
ぎ
H
琶
冨
ぎ
①
邸
δ
茜
。
冨
困
号
①
o
窺
。
蕾
σ
Q
昼
箆
§
ミ
恥
咋
鼠
§
ミ
ミ
糞
O
。
。

　
（
冨
。
。
①
y
署
．
①
①
今
認
◎
拙
稿
「
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
期
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
南
部
に
お

　
け
る
「
国
家
植
民
」
」
胴
西
洋
史
学
㎞
一
九
二
号
、
一
九
九
九
年
、
二
～
四
頁
参
照
。

③
＜
．
評
匿
α
q
聾
肩
甲
ピ
Φ
ヨ
。
黙
ざ
9
臥
8
愚
。
蒙
。
9
巨
ぎ
N
帥
。
鎚
嵩
ぎ
H
臨
陣
器
♀

　
δ
ド
山
。
巨
麸
鮭
。
尾
。
費
9
一
昌
α
q
旦
写
さ
包
ミ
寒
嵩
蛸
ミ
号
貸
馬
職
肉
ミ
愚
織
§
、
や

　
§
冒
、
§
9
§
藏
§
鳴
§
ミ
ミ
ミ
糞
同
曽
Q
D
℃
o
蚕
o
H
Φ
c
。
摩
り
署
．
卜
。
㊤
ω
山
ミ
…
し
d
‘

　
〉
同
県
。
岳
－
ζ
■
ζ
o
導
磐
碧
一
Ψ
ひ
ぎ
執
§
§
ミ
§
蕊
恥
註
建
§
‘
℃
、
信
ミ
ミ
寒
§

　
ミ
ミ
亀
奪
慧
、
o
ら
§
ミ
ミ
謹
爲
瓢
§
o
欺
§
一
費
し
d
o
♂
α
q
鎚
一
⑩
。
。
ω
も
や
①
⑩
山
卜
⊃
c
。
．

　
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
城
戸
照
子
「
九
世
紀
イ
タ
リ
ア
中
・
北
部
の
農
地
契

　
約
」
『
経
済
学
研
究
』
（
九
州
大
学
経
済
学
会
）
、
第
五
七
無
言
万
、
一
九
九
二
年
、

　
＝
一
＝
～
五
六
頁
、
陶
門
中
世
初
期
イ
タ
リ
ア
中
・
北
部
農
村
の
荘
園
捌
」
『
九

　
州
経
済
学
会
年
報
』
一
九
九
二
年
十
一
月
、
一
七
～
二
三
頁
参
照
。

④
例
え
ば
、
0
．
ヨ
爵
ご
β
寒
忌
豪
鳴
§
N
ぎ
蘭
§
馬
、
ミ
即
§
、
§
蹴
卜
？

　
§
N
い
。
ミ
電
へ
8
ー
ミ
8
い
。
践
8
一
Φ
Q
。
ド
署
・
一
〇
無
口
一
一
》
目
し
。
刈
監
膳
9
ρ
↓
害
勲
9

　
。
p
い
、
磐
く
雷
δ
α
臨
O
碧
。
ぎ
α
q
一
昌
Φ
＝
Φ
α
q
寡
住
①
＝
o
目
α
q
o
げ
費
目
圃
昌
卜
題
蛭
貯
苧

　
ミ
鼻
弾
。
日
切
象
圃
鎚
㌔
即
O
騨
ヨ
日
p
δ
切
§
p
d
住
ぎ
Φ
一
〇
⑩
ρ
箸
．
G
。
Φ
c
。
ム
O
ω
一
℃
．
O
c
。
－

　
一
〇
α
q
～
ピ
。
昼
げ
碧
α
帥
民
O
胃
9
一
お
冨
嵩
H
琶
ざ
ヨ
§
恥
き
建
9
ミ
ぴ
書
さ
ミ
串

　
ミ
勢
ミ
§
同
H
”
ρ
ざ
0
6
・
8
0
》
巴
．
即
ζ
o
床
捧
①
鵠
o
r
O
餌
5
げ
【
凱
α
q
①
6
0
ρ

　
篭
．
ω
O
ω
∴
P

⑤
と
く
に
、
ぎ
曾
①
9
F
ζ
9
白
蔓
員
ト
ぎ
§
§
ミ
、
§
§
簿
．
も
℃
’
。
。
甲
Φ
。
。
．

⑥
≦
欝
§
（
の
e
“
9
費
b
覧
。
ミ
ミ
帖
§
臨
ミ
貯
§
塁
建
軍
§
§
蝕
§
》
譜
、

　
幽
い
ミ
鮪
象
N
§
S
鳶
織
ミ
§
ミ
籍
ミ
貯
ミ
妃
§
騒
§
郎
慈
謎
§
竪
鋳
贅
ミ
沁
馨
醒

　
ミ
§
§
ミ
隷
ぽ
確
守
ミ
ミ
§
N
ミ
扇
？
幾
り
艶
H
り
↓
畔
げ
冒
σ
q
①
ロ
一
り
刈
野
以
下

　
O
U
》
と
略
記
。
ま
た
索
引
の
巻
で
あ
る
H
ぼ
匹
．
仙
ミ
ト
。
月
⇔
げ
冒
α
q
窪
一
Φ
り
。
。
9
は
、

　
O
U
》
H
崇
誌
と
表
記
す
る
。

68　（718）



八・九世紀トスカーナ地方南部の土地貸借文書（西村）

一
　
研
究
史

　
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
文
書
に
関
す
る
研
究
の
出
発
点
に
位
置
す
る
の
は
、
ル
ド
・
モ
リ
ッ
ツ
・
ハ
ル
ト
マ
ソ
の
一
八
九
〇
年
の
論
文
で
あ
る
。
ラ
ヴ

ェ
ン
ナ
地
方
に
伝
来
す
る
九
・
一
〇
世
紀
の
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
を
扱
っ
た
ハ
ル
ト
マ
ソ
は
、
こ
の
文
書
を
領
主
・
農
民
間
で
設
定
さ
れ
た
二
九
年
間

の
借
地
契
約
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
の
文
書
の
機
能
を
、
領
主
が
農
村
労
働
力
を
活
用
す
る
た
め
の
法
的
手
段
で
あ
る
点
に
見
出
し
た
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
彼
は
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
契
約
が
四
世
紀
の
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
の
系
譜
を
引
く
も
の
と
み
な
し
た
。

　
ハ
ル
ト
マ
ソ
の
提
示
し
た
見
解
の
う
ち
、
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
の
起
源
に
関
す
る
仮
説
ば
、
後
に
シ
ル
ヴ
イ
オ
・
ピ
ヴ
ァ
ノ
を
は
じ
め
と
す
る
法
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

史
家
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
練
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
契
約
の
概
念
規
定
は
、
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
エ
ン
ド
レ
ス

の
契
約
類
型
論
に
継
承
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
エ
ン
ド
レ
ス
は
ル
ッ
カ
司
教
座
に
伝
来
す
る
九
・
一
〇
世
紀
の
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
に
関
し
て
、
以
下
の

三
つ
の
類
型
を
構
想
し
た
の
で
あ
る
。
第
一
の
類
型
は
、
領
主
・
農
民
間
で
農
民
経
営
単
位
の
貸
借
関
係
を
設
定
す
る
匿
9
巳
一
げ
①
に
（
小
リ
ヴ

ェ
ッ
ロ
）
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
農
民
は
居
住
や
賦
役
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
第
二
は
、
土
地
所
有
者
に
所
領
を
貸
与
す
る
○
δ
配
ま
①
一
一
（
大
リ

ヴ
ェ
ッ
ロ
）
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
居
住
や
貢
租
納
入
等
の
義
務
を
第
三
者
に
履
行
せ
し
め
る
と
い
う
仕
方
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

借
地
人
に
農
民
経
営
単
位
の
管
理
を
委
ね
る
ζ
葺
Φ
臣
げ
Φ
昌
（
中
り
ヴ
ェ
ッ
ロ
）
を
措
定
し
た
。

　
こ
う
し
た
系
譜
論
や
類
型
論
を
ふ
ま
え
て
、
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
文
書
の
制
度
的
変
遷
を
領
主
制
の
発
展
と
関
連
づ
け
て
論
じ
た
の
が
、
す
で
に
城

戸
照
子
氏
に
よ
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
ブ
ル
ー
ノ
・
ア
ン
ド
レ
オ
ッ
リ
の
論
文
で
あ
る
。
ア
ン
ド
レ
オ
ッ
リ
は
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
に
由
来
す
る

こ
の
契
約
が
元
来
、
自
ら
は
耕
作
を
行
わ
な
い
土
地
所
有
者
の
間
に
結
ば
れ
た
契
約
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
八
世
紀
以
降
、
領
主
は
身
分
的

に
は
自
由
な
農
民
を
労
働
力
と
し
て
自
己
の
所
領
に
取
り
込
む
た
め
の
手
段
と
し
て
、
こ
の
契
約
方
式
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た

文
書
利
用
の
仕
方
は
、
文
書
名
称
と
し
て
の
「
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
一
浮
①
一
冨
ω
」
や
、
貸
借
の
法
形
式
を
表
す
「
リ
ベ
ラ
リ
ウ
ス
の
資
格
で
一
ま
Φ
一
一
甲

は
o
u
o
巳
器
」
な
ど
の
文
言
に
、
従
属
の
含
意
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
意
味
内
容
に
混
乱
を
来
し
た
こ
れ
ら
の
文
旦
は
、
文
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規
定
を
試
み
た
の
が
、
ピ
エ
ー
ル
・
ト
ゥ
ベ
ー
ル
と
ロ
ー
ラ
ン
・
フ
ェ
レ
ー
ル
で
あ
る
。

九
七
三
年
の
大
著
に
お
い
て
、
同
一
の
文
書
を
二
部
作
成
す
る
点
に
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
の
本
質
的
特
徴
を
認
め
る
S
・
ピ
ヴ
ァ
ノ
の
見
解
に
よ
り
つ

⑤
つ
、
こ
の
文
書
が
一
〇
世
紀
か
ら
一
二
世
紀
に
か
け
て
こ
の
地
方
で
進
行
す
る
イ
ン
カ
ス
テ
ラ
メ
ン
ト
に
適
合
的
な
文
書
類
型
で
あ
る
と
論
じ

た
。
す
な
わ
ち
農
村
の
再
編
を
め
ざ
す
領
主
に
と
り
、
労
働
力
を
安
定
的
に
確
保
す
る
に
は
、
農
民
に
彼
ら
の
権
利
を
保
証
す
る
こ
と
が
必
須

の
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
課
題
に
応
え
た
の
が
、
同
一
の
文
書
を
当
事
者
双
方
に
発
給
す
る
が
ゆ
え
に
、
権
利
・
義
務
を
相
互
に
保
証
す
る
法

面
で
は
使
用
さ
れ
な
く
な
る
。
し
か
し
九
世
紀
初
頭
に
は
、
こ
の

契
約
形
式
が
も
っ
ぱ
ら
直
接
生
産
者
を
対
象
と
す
る
用
益
権
の
設

定
に
利
用
さ
れ
る
に
い
た
り
、
｝
ま
①
｝
『
臥
。
昌
○
巨
器
が
従
属
的

な
貸
借
関
係
を
一
義
的
に
示
す
表
現
と
し
て
再
び
使
用
さ
れ
は
じ

め
、
ま
も
な
く
こ
の
用
法
が
定
着
す
る
。
こ
う
し
て
、
一
ま
Φ
一
冨
学

一
〇
昌
。
慧
器
な
ど
の
文
言
の
消
滅
と
復
活
、
そ
の
語
義
の
変
化
に

は
、
借
主
の
非
生
産
者
か
ら
直
接
生
産
者
へ
の
転
換
、
ひ
い
て
は

農
民
の
掌
握
を
め
ざ
す
領
主
の
所
領
政
策
が
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、

そ
こ
に
自
由
人
の
没
落
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
が
直
接
生
産
者
の
み
を
対
象
と
し
て
い
た

の
は
、
半
世
紀
の
問
だ
け
で
あ
っ
た
。
九
世
紀
後
半
以
後
、
リ
ヴ

ェ
ッ
ロ
が
あ
ら
ゆ
る
土
地
貸
借
関
係
の
設
定
に
利
用
さ
れ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
研
究
と
は
異
な
る
視
角
か
ら
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
文
書
の
性
格

　
　
　
　
　
ま
ず
ト
ゥ
ベ
ー
ル
は
中
世
ラ
テ
ィ
ウ
ム
に
関
す
る
一
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的
機
能
を
憂
た
り
ヴ
ェ
ッ
。
で
あ
っ
緬
・
以
上
の
ト
ゥ
↑
ル
の
見
解
は
・
，
リ
ヴ
エ
ッ
。
と
プ
レ
カ
リ
ア
を
比
較
検
討
し
た
フ
ェ
レ
ー
ル
に

よ
り
補
強
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
請
願
形
式
を
有
す
る
プ
レ
カ
リ
ア
は
、
借
主
の
貸
主
へ
の
従
属
と
い
う
側
面
を
際
立
た
せ
る
一
方
、
双

務
契
約
と
し
て
の
り
ヴ
ェ
ッ
ロ
は
、
当
事
者
双
方
の
法
的
に
対
等
な
立
場
を
示
す
の
に
適
し
た
文
書
で
あ
っ
た
。
フ
ェ
レ
ー
ル
は
ス
ポ
レ
ー
ト

大
公
領
で
作
成
さ
れ
た
貸
借
文
書
が
、
一
〇
世
紀
に
プ
レ
カ
リ
ア
か
ら
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
に
転
換
し
た
事
実
を
ふ
ま
え
て
、
こ
う
し
た
動
向
の
背
景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
、
農
民
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
村
再
編
を
進
捗
さ
せ
よ
う
と
し
た
領
主
の
意
図
を
読
み
と
っ
た
の
で
あ
る
。

　
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
の
特
質
を
権
利
・
義
務
の
相
互
保
証
や
契
約
当
事
者
双
方
の
法
的
対
等
性
に
見
出
す
ト
ゥ
ベ
ー
ル
や
フ
ェ
レ
ー
ル
の
見
解
は
、

リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
契
約
の
起
源
を
中
世
初
期
に
措
定
す
る
最
近
の
文
書
形
式
学
者
の
仮
説
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
ア
ン
ト
ネ
ッ

ラ
・
ギ
ニ
ョ
ー
リ
は
、
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
契
約
の
古
代
後
期
起
源
論
を
批
判
し
た
論
文
で
、
古
代
後
期
に
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
契
約
が
存
在
し
た
こ
と
の
証

拠
と
み
な
さ
れ
て
き
た
一
価
亀
器
の
意
味
内
容
を
逐
一
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
用
語
が
古
代
後
期
に
は
「
土
地
貸
借
文
書
」
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

く
、
官
庁
や
教
会
当
局
に
宛
て
て
提
出
さ
れ
る
「
請
願
書
」
を
指
示
し
て
い
た
と
結
論
づ
け
た
。
さ
ら
に
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ナ
・
ニ
コ
ラ
イ
は
、
リ

ヴ
エ
ッ
ロ
の
先
行
形
態
を
「
コ
ン
ヴ
ェ
ニ
エ
ン
テ
ィ
ア
。
o
け
く
①
凱
魯
鼠
」
に
求
め
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
期
以
来
確
認
さ
れ

る
コ
ン
ヴ
ェ
ニ
エ
ン
テ
ィ
ア
は
、
土
地
の
貸
借
や
交
換
の
ほ
か
紛
争
当
事
者
間
で
の
示
談
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
決
め
を
包
摂
す
る
柔
軟
な

契
約
形
式
で
あ
る
が
、
こ
の
範
疇
に
属
す
る
文
書
の
特
徴
は
、
当
事
者
双
方
の
合
意
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
双
務
契
約
で
あ
る
点
に
あ
っ
た
。

こ
の
う
ち
土
地
貸
借
関
係
の
設
定
に
関
わ
る
文
書
は
、
書
記
に
よ
る
絶
え
ざ
る
文
書
作
成
活
動
を
通
じ
て
、
徐
々
に
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
と
い
う
独
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
名
称
を
獲
得
し
、
固
有
の
契
約
文
書
へ
と
発
展
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
こ
の
よ
う
に
従
来
の
研
究
で
は
、
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
文
書
の
制
度
的
系
譜
に
関
し
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
文
書
を
通
し
て
取
り

結
ば
れ
た
土
地
所
有
者
と
用
益
権
者
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
支
配
・
従
属
か
対
等
か
と
い
う
二
つ
の
相
異
な
る
姓
格
規
定
が
な
さ
れ
て
き
た
。

か
か
る
見
解
の
相
違
は
、
検
討
対
象
と
す
る
時
期
や
地
域
の
相
違
に
も
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
よ
り
本
質
的
に
は
、
文
書
の
有
す
る
契
約
形

式
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
対
等
な
法
関
係
を
体
現
す
る
文
書
形
式
が
契
約
の
本
質
を
も
規
定
し
た
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と
考
え
る
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
契
約
方
式
が
借
主
た
る
農
罠
に
自
由
身
分
を
保
証
し
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

め
の
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
た
と
見
な
す
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

①
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．
”

　
臨
§
馬
§
翰
§
．
8
ミ
N
§
食
δ
①
（
6
Φ
⑳
）
も
唱
．
a
ω
ム
9

⑨
P
蜜
8
互
Ψ
O
ミ
ミ
ミ
馬
篭
ミ
砺
鴇
ミ
謹
§
冨
謎
ぎ
偽
誉
註
．
巴
貯
。
量
ミ
ミ

　
き
§
竃
．
ミ
ミ
。
讐
．
営
藍
8
り
罫
訂
言
這
鷺
も
唱
眞
O
ふ
メ

⑩
ア
ン
ド
レ
オ
ッ
リ
は
最
近
に
な
っ
て
、
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
契
約
の
起
源
に
関
す
る
ギ

　
　
ニ
ョ
ー
リ
の
見
解
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
（
し
u
．
〉
昌
騨
Φ
o
臣
㌦
．
ω
ぎ
き
δ
訊
窟
。
・

　
嘗
①
§
冨
、
”
㌦
．
ω
ぎ
鼠
8
ぎ
8
ω
。
ω
8
号
、
．
・
ω
陰
導
ぢ
臼
葺
象
訂
三
【
。
2
3
唱
8

　
ω
島
簿
8
暑
弩
慧
誹
二
。
p
騨
α
q
韓
三
熱
。
塁
象
①
＜
巴
①
讐
ヨ
津
、
§
。
国
§
曼
ミ

四
。
舞
田
ζ
．
鼠
。
艮
寡
四
亭
》
’
く
鼠
雷
り
b
づ
。
葺
昆
・
。
o
o
ρ
ワ
銀
㊤
．
）
。

⑪
》
多
義
9
F
竃
。
艮
雪
p
員
卜
急
熱
§
§
ミ
蓋
§
馬
鼻
‘
ワ
⑩
ピ
す
で
に
二
〇
世
紀

　
初
頭
に
F
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
末
期
の
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
で
進

　
曝
し
た
と
さ
れ
る
自
由
農
民
の
没
落
を
表
現
す
る
文
書
形
態
と
し
て
、
8
㌣

　
＜
Φ
巳
Φ
糞
寅
を
想
定
し
て
い
た
（
閏
．
ω
o
ぎ
㊦
凱
㊦
斜
窒
鳴
肉
匙
膏
q
ミ
起
ミ
ミ
冠
註

　
　
寄
恥
鼠
嵩
穐
§
嵩
懸
、
Q
ミ
醤
§
轟
§
卜
犠
§
ひ
貸
§
昌
巡
昏
》
鳴
防
魎
時
瞬
霜
㌧
嵩
毎
曇
、
蒔
奪

　
恥
ミ
ミ
等
禽
。
。
∴
ト
。
還
H
6
置
9
¢
急
落
①
炉
幻
。
羅
H
⑩
罫
亭
一
。
。
甲
s
）
。
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二
　
文
書
形
式
と
契
約
内
容

八・九世紀トスカーナ地方南部の土地貸借文書（西村）

1

リ
ヴ
ェ
ッ
日
文
警
の
「
成
立
」

　
キ
ウ
ジ
地
方
の
ア
ミ
ア
ー
タ
山
麓
に
惇
む
サ
ン
・
サ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
・
ア
ル
・
モ
ン
テ
・
ア
ミ
ア
ー
タ
修
道
院
は
、
七
五
〇
年
頃
に
ラ
ン
ゴ

バ
ル
ド
国
王
ア
ス
ト
ル
フ
ォ
の
支
援
を
受
け
て
建
設
さ
れ
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
道
院
で
あ
る
。
こ
の
修
道
院
は
元
来
、
ア
ミ
ア
ー
タ
山
岳
地

帯
に
ま
と
ま
っ
て
分
布
す
る
国
家
領
の
経
営
を
担
う
と
と
も
に
、
修
道
院
の
近
接
地
点
を
通
過
し
、
王
国
の
首
都
パ
ヴ
ィ
ア
と
ロ
ー
マ
と
を
結

ぶ
交
通
路
ヴ
イ
ア
・
フ
ラ
ン
チ
ジ
ェ
ナ
を
維
持
・
管
理
す
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
が
、
カ
ー
ル
大
帝
が
七
八
一
年
な
い
し
七
八
七
年
に
ト
ス

カ
ー
ナ
南
縁
部
を
ロ
ー
マ
教
会
に
寄
進
し
て
以
来
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
王
国
を
継
承
し
た
イ
タ
リ
ア
王
国
と
ロ
ー
マ
教
会
領
と
の
境
界
地
点
に
位

置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
地
図
2
参
照
）
。
か
か
る
戦
略
的
拠
点
と
し
て
の
重
要
性
ゆ
え
に
、
フ
ラ
ン
ク
王
権
の
庇
護
下
に
入
る
に
い
た
っ
た
モ

ン
テ
・
ア
ミ
ア
ン
タ
修
道
院
は
、
周
辺
住
民
と
の
間
で
土
地
財
産
の
売
買
・
寄
進
や
貸
借
を
活
発
に
展
開
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
南
ト
ス
カ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ナ
の
一
大
土
地
所
有
勢
力
へ
と
成
長
し
て
い
く
。

　
モ
ン
テ
・
ア
ミ
ア
ー
タ
修
道
院
に
は
、
創
建
期
の
八
世
紀
半
ば
か
ら
一
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
土
地
貸
借
文
書
八
六
点
が
伝
来

　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

す
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
二
点
を
除
く
八
四
点
ま
で
が
単
葉
の
羊
皮
紙
原
本
で
保
管
さ
れ
て
き
た
た
め
、
葺
石
に
お
け
る
文
書
偽

造
の
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
な
い
。
し
か
も
こ
の
文
書
群
に
は
、
修
道
院
が
契
約
に
関
与
し
な
い
貸
借
文
書
一
五
点
が
含
ま
れ
て
い

④る
。
そ
れ
ゆ
え
ア
ミ
ア
ー
タ
文
書
は
、
契
約
関
係
を
性
格
規
定
す
る
さ
い
に
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
文
書
形
式
と
契
約
内
容
の
検
討
作

業
を
、
修
道
院
と
い
う
枠
を
超
え
て
、
南
ト
ス
カ
ー
ナ
と
い
う
地
域
的
枠
組
み
か
ら
行
う
上
で
、
有
益
な
素
材
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
ア
ミ
ア
ー
タ
文
書
に
刻
印
さ
れ
た
こ
の
地
域
性
は
、
そ
の
ま
ま
本
稿
が
有
す
る
射
程
の
限
界
を
示
し
て
も
い
る
。
近
年
、
精
力

的
に
進
め
ら
れ
て
き
た
一
連
の
農
村
史
研
究
は
、
中
世
初
期
イ
タ
リ
ア
の
貸
借
文
書
が
、
契
約
方
式
や
書
式
か
ら
二
七
内
容
の
細
部
に
い
た
る
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八・九世紀トスカーナ地方南部の土地貸借文書（西村）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
に
お
い
て
地
域
的
個
性
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
加
え
、
借
地
契
約
文
書
の
利
用

が
自
由
人
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
、
史
料
の
本
質
的
性
格
に
関
わ
る
制
約
が
あ
る
。
モ
ン
テ
・
ア
ミ
ア
一
国
修
道
院
に
は
、
境
遇
の
さ
ま
ざ
ま

な
保
有
農
罠
の
負
う
負
担
を
網
羅
的
に
記
録
す
る
、
同
時
代
の
所
領
明
細
総
論
史
料
が
伝
来
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
貸
借
文
書
に
表
現

さ
れ
た
領
主
・
農
民
関
係
の
在
り
方
を
探
る
作
業
の
一
環
と
し
て
、
農
民
負
担
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
身
分
的
に
非
自
由
で
あ
り
な
が

ら
、
領
主
か
ら
土
地
財
産
を
賦
与
さ
れ
て
保
有
農
民
と
さ
れ
た
者
の
事
例
や
、
自
由
入
で
は
あ
っ
て
も
、
文
書
を
媒
介
と
す
る
契
約
関
係
を
領

主
と
取
り
結
ぶ
こ
と
な
く
、
慣
習
的
負
担
を
負
う
農
民
の
事
例
を
、
比
較
の
観
点
か
ら
参
照
し
え
な
い
点
を
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
か
ね
ば

　
　
　
⑥

な
ら
な
い
。

　
文
書
形
式
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
前
に
、
本
稿
に
関
連
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
雌
蕊
リ
ン
グ
期
イ
タ
リ
ア
の
書
記
制
度
に
触
れ
て
お
く
。

フ
ラ
ン
ク
王
権
は
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
一
連
の
勅
令
を
通
し
て
書
記
制
度
の
改
革
・
整
備
を
手
が
け
た
が
、
そ
の
　
環
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

し
て
書
記
を
特
定
の
伯
の
管
轄
下
に
置
き
、
彼
ら
の
活
動
を
原
則
的
に
当
該
管
区
内
に
限
定
し
た
。
ア
ミ
ア
ー
タ
文
書
に
よ
る
か
ぎ
り
、
実
際

に
は
す
で
に
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
期
に
、
文
書
作
成
者
と
特
定
の
都
市
あ
る
い
は
そ
の
世
俗
行
政
区
画
と
の
つ
な
が
り
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
原

則
は
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に
い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
ト
ゥ
ス
カ
ニ
ア
管
区
内
に
あ
る
ア
ミ
ア
ー
タ
修
道
院
付
属
の
サ

ン
・
コ
ロ
ン
バ
ー
ノ
分
院
で
八
一
〇
年
に
文
書
を
作
成
し
た
ペ
ト
ル
ス
が
、
「
キ
ウ
ジ
の
キ
ヴ
ィ
タ
ス
の
書
記
8
§
冨
ω
9
甑
長
齢
Ω
霧
ぎ
巴

と
称
し
た
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
書
記
が
外
部
の
管
区
で
職
務
を
遂
行
す
る
さ
い
に
、
自
身
の
帰
属
す
る
キ
ヴ
ィ
タ
ス
の
名
称
を
明
記
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

事
例
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。

　
最
初
に
、
七
三
六
年
か
ら
七
九
四
年
ま
で
の
日
付
を
も
つ
文
書
六
点
を
も
と
に
、
八
世
紀
の
土
地
貸
借
文
書
の
全
体
的
枠
組
み
を
再
構
成
し

　
⑨

た
い
。
ま
ず
本
文
の
主
要
部
分
を
構
成
す
る
餅
G
。
唱
。
ω
三
。
（
措
置
部
）
で
は
、
貸
借
の
対
象
と
な
る
土
地
財
産
に
関
し
て
、
所
有
権
移
転
な
ど

先
行
す
る
法
行
為
や
既
存
の
土
地
保
有
関
係
を
記
す
。
次
い
で
貸
主
に
よ
る
借
主
へ
の
当
該
財
産
の
用
益
権
賦
与
を
記
述
す
る
と
と
も
に
、
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

役
労
働
や
貨
幣
貢
租
な
ど
、
土
地
用
益
の
代
償
と
し
て
借
地
人
の
負
う
義
務
の
内
容
を
定
め
る
。
こ
れ
に
つ
づ
く
℃
○
①
器
（
罰
則
規
定
）
で
は
、

75 （725）



一
般
に
借
主
に
対
し
て
は
義
務
不
履
行
と
当
該
財
産
の
放
棄
が
、
貸
与
主
に
は
過
重
な
負
担
強
制
と
不
当
な
用
益
権
剥
奪
が
明
文
を
も
っ
て
禁

止
さ
れ
、
違
約
の
場
合
、
相
手
に
一
定
額
の
罰
金
を
支
払
う
こ
と
な
ど
を
当
事
者
双
方
が
約
束
す
る
。
そ
の
さ
い
に
、
当
事
者
の
相
続
人
や
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

継
者
も
罰
則
に
拘
束
さ
れ
る
旨
が
明
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
当
事
者
双
方
が
文
書
の
作
成
を
書
記
に
依
頼
す
る
文
言
を
含
む
8
α
q
p
ま
（
依
頼

定
式
）
で
は
、
同
一
の
文
面
を
も
つ
文
書
の
二
部
作
成
が
表
明
さ
れ
る
。
七
三
五
年
忌
い
し
七
三
六
年
の
日
付
を
も
つ
文
書
を
例
に
と
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
「
私
ボ
ネ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
は
当
事
者
双
方
の
依
頼
を
受
け
、
ま
さ
に
こ
の
コ
ン
ヴ
ェ
ネ
ン
テ
ィ
ア
を
二
通
の
カ
ル
タ
に
同
一
の
書

面
を
も
っ
て
書
い
た
ρ
話
白
く
ば
o
o
o
讐
鶏
窪
㎡
》
［
肋
骨
Φ
σ
q
o
じ
d
o
口
①
貯
二
諺
目
。
σ
Q
鉾
β
ω
鋤
℃
鶴
二
げ
β
ω
ぎ
彦
p
げ
β
ω
＄
圏
窪
δ
暮
。
冨
口
幅
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ω
。
暑
ω
巳
と
表
現
さ
れ
た
。
こ
の
後
、
貸
主
と
借
主
そ
し
て
契
約
に
立
ち
会
っ
た
証
人
が
、
通
例
は
双
方
の
文
書
に
自
筆
な
い
し
十
字
の
印
を

　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

も
っ
て
副
署
す
る
。
こ
の
文
書
は
、
書
記
が
当
該
文
書
を
完
成
し
て
、
当
事
者
に
こ
れ
を
引
き
渡
す
旨
の
書
式
を
も
っ
て
締
め
括
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
文
書
構
成
か
ら
、
八
世
紀
の
貸
借
文
書
に
共
通
す
る
以
下
の
特
徴
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
第
　
は
、
文
書
の
双
務
契
約
と

し
て
の
性
格
で
あ
る
。
当
事
者
双
方
が
一
部
ず
つ
受
け
と
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
文
書
の
二
部
作
成
手
続
き
は
、
ト
ゥ
ベ
ー
ル
が
指
摘
す
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

う
に
、
実
質
的
に
は
契
約
履
行
を
相
互
に
保
証
す
る
役
割
を
果
た
す
。
そ
う
し
た
借
地
契
約
の
特
質
は
、
と
り
わ
け
当
事
者
双
方
に
同
額
の
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

金
を
設
定
し
た
罰
則
規
定
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
第
二
の
特
徴
は
、
双
方
の
合
意
に
基
づ
い
て
契
約
関
係
の
設
定
さ
れ
た
旨
が
随
所
で
強
調

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
七
三
六
年
に
は
ト
ゥ
ス
カ
ニ
ア
の
文
書
作
成
者
タ
キ
ノ
ル
フ
が
、
措
置
部
の
冒
頭
に
「
X
と
Y
の
間
で
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

き
こ
と
と
見
え
、
合
意
さ
れ
た
勺
貯
。
蒔
け
巴
ρ
器
。
8
＜
Φ
巳
け
一
年
巽
×
器
。
口
8
Φ
酔
団
」
と
い
う
書
式
を
使
用
し
て
い
る
し
、
先
に
引
用
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

よ
う
に
、
キ
ウ
ジ
の
ボ
ネ
フ
ァ
テ
イ
ウ
ス
は
契
約
を
。
o
昌
く
窪
Φ
ロ
け
す
と
言
い
表
し
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
個
々
の
書
式
や
文
言
に
ま
で
分
け
入
り
、
文
書
形
式
を
よ
り
詳
し
く
検
討
す
る
な
ら
ば
、
措
置
部
の
冒
頭
部
分
の
書
式
に
典
型

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
記
が
任
意
の
書
式
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
文
書
呼
称
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
「
約

定
書
畠
内
耳
鋤
凛
。
評
し
。
ω
δ
巳
ω
」
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
単
に
「
文
書
。
9
塔
9
＼
畠
鴇
蔦
p
」
と
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
書
記
に
よ
っ
て
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

び
方
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
九
世
紀
に
な
る
と
、
書
式
の
水
準
に
お
い
て
キ
ヴ
ィ
タ
ス
ご
と
に
異
な
る
変
化
が
生
ず
る
。
そ
の
こ
と
は
、
措
置
部
の
冒
頭
定
式

に
明
瞭
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
キ
ウ
ジ
の
書
記
は
八
一
〇
年
以
降
、
「
私
X
は
汝
Y
に
確
認
す
る
こ
と
を
定
め
た
勺
お
≦
岳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

Φ
σ
q
。
×
8
監
§
費
①
8
団
」
と
い
う
書
式
を
導
入
し
て
、
貸
主
に
よ
る
貸
与
の
意
思
を
明
記
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ト
ゥ
ス
カ
ニ
ア
の
書
記

は
、
「
汝
ら
が
私
Y
に
貸
与
す
る
こ
と
を
命
ず
る
よ
う
に
、
私
は
汝
ら
X
に
請
願
す
る
》
〈
o
ぼ
ω
℃
Φ
8
×
暮
註
猷
尾
一
〇
＄
同
Φ
9
。
賢
Φ
ω
聾
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

冨
げ
＄
鼠
ω
」
等
の
文
言
で
始
ま
る
借
主
の
直
願
を
記
し
、
次
い
で
貸
主
側
の
請
願
承
諾
を
表
明
す
る
形
式
を
採
用
し
た
。
さ
ら
に
ソ
ヴ
ァ
ナ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

書
記
は
、
九
世
紀
半
ば
に
こ
の
請
願
形
式
を
採
用
す
る
ま
で
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
期
以
来
の
コ
舘
巳
什
書
式
を
使
用
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

　
キ
ヴ
ィ
タ
ス
ご
と
に
異
な
る
書
式
の
採
用
は
、
書
記
、
あ
る
い
は
書
記
の
帰
属
す
る
都
市
が
、
文
書
形
式
の
発
展
に
あ
る
役
翻
を
果
た
し
た

こ
と
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
、
書
記
個
人
の
技
量
や
都
市
の
法
的
伝
統
に
還
元
し
え
な
い
事
実
を
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

八
○
八
年
以
後
の
南
ト
ス
カ
ー
ナ
の
土
地
貸
借
文
書
が
、
一
律
に
「
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
一
一
げ
Φ
｝
冨
ω
」
あ
る
い
は
「
コ
ン
ヴ
ェ
ネ
ン
テ
ィ
ア
の
リ
ヴ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ッ
ロ
ま
Φ
豪
ω
8
零
Φ
器
箕
δ
」
と
い
う
固
有
の
名
称
を
も
っ
て
指
示
さ
れ
、
併
せ
て
貸
借
の
法
的
根
拠
を
表
す
文
言
で
あ
る
喜
Φ
欝
H
δ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ロ
。
鼠
u
Φ
が
本
文
に
挿
入
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
借
主
の
用
益
権
や
居
住
義
務
、
改
良
義
務
を
表
す
定
型
の
書
式
が
導
入
さ
れ
た
の
も
こ
の
時

　
　
　
⑯

期
で
あ
る
。
こ
と
に
キ
ウ
ジ
地
方
で
は
、
「
居
住
し
、
労
働
し
、
用
益
し
、
そ
の
家
屋
と
財
産
を
改
良
し
、
し
か
し
て
悪
化
さ
せ
な
い
よ
う
に

p
畠
お
ω
Φ
創
Φ
巳
環
曰
く
巴
無
げ
。
触
餌
巳
煽
日
興
β
。
。
雪
男
㊦
⇔
曾
匿
Φ
笥
℃
銘
臼
8
ω
p
く
Φ
＝
ぴ
葛
ヨ
Φ
獄
o
H
p
5
留
ヨ
轟
臼
づ
。
ロ
℃
①
σ
q
δ
目
時
償
日
」
と
い
う
書

式
が
八
一
〇
年
に
採
用
さ
れ
て
以
来
、
時
代
の
推
移
に
伴
っ
て
若
干
の
変
化
を
見
せ
る
も
の
の
、
大
多
数
の
契
約
で
こ
の
種
の
書
式
が
使
用
さ

　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
九
・
一
〇
世
紀
の
貸
借
文
書
に
お
い
て
は
、
書
式
や
文
言
、
文
書
呼
称
の
水
準
で
こ
の
よ
う
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル

ド
期
以
来
の
契
約
形
式
が
保
持
さ
れ
た
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
実
際
に
、
当
事
者
双
方
を
同
額
の
罰
金
を
も
っ
て
拘
束
す
る
罰
則
規
定

や
、
同
～
の
文
書
を
二
部
作
成
す
る
契
約
手
続
き
は
、
す
べ
て
の
り
ヴ
ェ
ッ
ロ
文
書
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
キ
ウ
ジ
や
シ
エ
ナ
の
書

記
は
、
契
約
条
件
を
提
示
す
る
さ
い
に
、
「
以
下
の
コ
ン
ヴ
ェ
ネ
ン
テ
ィ
ア
に
お
い
て
ぎ
鶏
。
8
く
魯
窪
鼠
」
な
ど
の
文
言
を
挿
入
す
る
と
と
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⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
に
、
文
書
そ
の
も
の
を
ま
巴
器
。
o
け
く
撃
鉄
仲
δ
と
名
づ
け
て
い
る
。
八
一
九
年
に
ル
イ
敬
慶
帝
が
ア
レ
ッ
ツ
選
曲
ハ
ガ
ノ
に
宛
て
て
発
給

し
た
証
書
に
見
ら
れ
る
以
下
の
表
現
は
、
土
地
貸
借
文
書
が
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に
穀
た
な
発
展
を
見
せ
、
借
地
契
約
と
し
て
固
有
の
名
称
を
獲
得

し
た
後
も
、
そ
れ
が
双
方
の
合
意
に
基
づ
く
双
務
契
約
と
し
て
の
。
8
く
Φ
器
u
欝
た
り
つ
づ
け
た
事
実
を
裏
書
き
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ

ガ
ノ
と
司
祭
バ
ル
バ
キ
ア
ヌ
ス
と
の
間
で
取
り
結
ば
れ
た
借
地
契
約
は
、
「
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
に
従
っ
て
、
岡
様
の
文
面
で
書
か
れ
、
証
人
の

副
署
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
二
通
の
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
に
よ
る
汝
ら
の
こ
れ
ら
の
コ
ン
ヴ
ェ
ニ
エ
ン
テ
イ
ア
国
丸
く
Φ
。
。
碕
器
o
o
畢

く
Φ
鼠
Φ
黛
鐙
ρ
ω
①
o
琶
寄
目
一
Φ
α
q
Φ
ヨ
い
き
σ
q
o
ぴ
碧
q
O
躍
長
目
頸
匙
仁
。
ω
財
び
Φ
臨
。
ω
餓
巨
自
8
口
。
お
o
o
湧
臼
首
8
の
目
撃
ぴ
ω
o
場
首
瓜
8
①
8
ω
口
β
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

8
ぴ
。
類
8
ω
」
と
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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2

「
古
典
的
」
契
約
類
型
と
そ
の
発
展

　
自
由
人
没
落
論
を
唱
え
る
歴
史
家
は
、
領
主
・
農
民
間
で
作
成
さ
れ
た
八
・
九
世
紀
の
土
地
貸
借
文
書
を
、
自
由
農
昆
が
領
主
支
配
に
服
し

て
い
く
過
程
を
浮
き
彫
り
に
す
る
文
書
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
が
、
そ
の
さ
い
に
こ
の
貸
借
契
約
に
先
行
し
て
、
契
約
当
事
者
間
で
当
該
財
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
所
有
権
移
転
が
行
わ
れ
た
も
の
と
ア
プ
リ
オ
リ
に
想
定
し
て
き
た
。
だ
が
ア
ミ
ア
ン
タ
文
書
で
は
、
借
地
人
の
中
に
、
土
地
財
産
を
請
け
戻

す
こ
の
よ
う
な
自
由
人
と
な
ら
ん
で
、
父
の
享
受
し
て
い
た
用
益
権
を
確
認
さ
れ
る
者
や
、
こ
れ
を
新
た
に
賦
与
さ
れ
る
者
も
見
出
さ
れ
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
貸
主
と
借
主
が
貸
借
に
先
行
し
て
相
互
に
取
り
結
ん
で
い
た
法
関
係
に
も
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
土
地
貸
借
文
書
八
六
点

の
内
容
を
検
討
す
る
。

　
表
は
、
貸
借
物
件
で
あ
る
土
地
財
産
の
種
類
、
当
事
者
双
方
が
貸
借
関
係
の
設
定
に
先
立
っ
て
取
り
結
ん
で
い
た
法
関
係
や
法
行
為
の
内
容
、

借
主
が
貸
主
に
対
し
て
負
う
負
担
の
種
類
、
居
住
規
定
と
「
領
主
裁
判
権
」
規
定
の
有
無
を
文
書
ご
と
に
調
べ
、
こ
れ
を
作
成
年
代
順
に
配
列

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
、
借
地
人
に
課
せ
ら
れ
た
負
担
を
も
と
に
借
地
契
約
を
区
分
す
る
な
ら
ば
、
賦
役
労
働
を
規
定
す
る
賦
役
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

契
約
と
、
現
物
や
貨
幣
の
納
入
を
主
体
と
す
る
貢
租
型
契
約
と
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
賦
役
型
契
約
は
、
少
な
く
と
も
週
一
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表　モンテ・アミアータ修道院に伝来する土地貸借文書の内容（8　一・loue紀初頭）

時期 出典 日　付 貸　　主 借　　主 貸借 先行 居住 負 担 裁判

区分 （CDA） 物件 関係 規定 賦役 現物 貨幣 規定

串1 736．3 Mauro　ab．（S．Sa竃umini） 罫aichisi，　Pasqualeg． A ○ ◎ warcinisca X

＊2 735．6〃36．5 Tasuloccnte隠riUS Pertulo A X ◎ 1週／3週 ○ X

1 ＊8 752．6 Fusciano Amifhd A o ◎ X

零15 765．io Gun電cfrid Bonulロs A 盛 ＠ 12日／年 X

＊19 772．3 Gun監ifrid　ex．Clusinc　civ． Aロderad A ○ ◎ 1遇／3週，塩運搬 X

＊20 772．3 Gunξifrid　6x．Clusineciv， τcudi　爵．h． A X ◎ 1週／3週， 壌運搬 X

45 フ94。9．24 Radipeπdiac，αmon． Raghipcπ AA X X ○ ○ X

’5’ノ 800．8 3の加”ηε‘5αう， P7απ40c8π繊αr’μ∫ 鴻 ＠ ◎ ○ x

54 804．7 Ermim目ri　ab． Miculo A 動 ◎ 1B／週，2B／週を交互 X

＊64 808．7 Eminpe仙s G匿so A ⑫ ◎ 1週ノ月 X

65 809．5 Sabba：inus　ab． Deusdede　Lh． A 鐙 ◎ 1日／遇 X

H 67 809．8 Sabba面us　ab． BOBipertus，加uper竃us　Lh．9． A ◎ ＠ 現物か軍役 X

68 810．4 Am罐bilisp爬p．（cellaS．Colurnbani）〃Desiderius A X ◎ 1週／4避 X

71 811．8 Sabba竃inus　ab， Am且【o，　Susin自u．　Sa猷ulo　9．　Lh， A ㊥ ◎ 1週／ξ週 X

串73 812．10 Rachi即r竃，　Auto Alipe貢1．h． A X ◎ 1週／4週 X

75 816．5 Audualdus　ab． M細ianO　P監 AA ＠ ◎ ○ X

8旦 818．8 Auduaidus　ab． Lu　、Suai良σ． A 璽 ◎ 1遷／4週 ○

82 819．4 Audualdus　ab． Rattelmi，　Marinu　g．｝．h． A 動 ◎ O X

83 819．S Audu湖dus　ab。 Cast玉nu監。　l．帆， A X ◎ 2目／遇 X

＊86 821．6 Walcari　pr．（oraIo面S．Salva匡ori）11　Leuprand A ㊥ ◎ ○ ○

89 822．10 Grosso Amabilispr．　et　prcp． T △ X ○ X

＊97d ！825．51 Giso Racin目ldulロLh． A （a臓ga薩a）

98 826』2 AuduaidUS　Rb， Rihhari　alam．，Alticunda　con AA 翰 ◎ ○ X

＊夢9 827．2 Ansari　pめ（piebe　S．Salv．） Gisimari　Lh．，Aggiperga　con． A ○ ◎ ○ ○ X

［oo 827．3 Audualdus　ab． Giso R ⑤ X ○ X

旦02 827．8 Audualdロs　ab。 F6ruald A 魯 ◎ ○ ○

103 827．9 Audualdロs　ab。 Cris監iano，　RoIpert 触 幽 ◎ ○ ○

＊104 828．1 Maiano　pr． Cristiano A X ◎ 1週／3週 ○

鷹署一1 107 828．6 Audualdロs　ab， Rachi肥ldp監 C △ X ○ X

108 830」2 Pαrus　3b． lnscradus　cL　i．h． A ○ ◎ ○ X

111 834．1 且ldipに匿ndus　diac．　et　prep． Adalpert A 働 X ○ ○

l12 835．8 iIdiprandus（茸ac．　e：prep． S3mulu A ○ ◎ ○ ○

113 835．8 鷲diprandus　diac，　eこprep． Lupo，　Iohanne　g．1，h． A X ◎ 2日／年 ○ ○

u4＋ 837．8 Ildiprandus　diac．　eI　prcp． Aζri隈r重しh． A ○ ◎ 2日／週 ○

I17 838．3 Tatj哲。 韮idip㎜dus　diac．αprep． R ○ X ○ X

120 841．2 Romaロus　mon．（cellaS．M niaIi）”Liu鑑P阻nd！。h． A X ◎ ○ ○

121 843．1 Ildipmndus　diac・eξP即． Agimundulus A o ◎ 1週／4遷 ○

！23 843．10 疑dipra胴dus　diac．　e【prep． εri叩erこ A ⑧ ＠ ○ X

124 844．6 Hdipra【●dus　diac・e星prep． Giso，　Domnulinus　Lh， A 働 ◎ ○ ○

童25 845．5 11diprandus　diac．　ct　prep． LiuIo 触 X X ○ ○

127 851．6 Anel　rtus　r，et　re． Erri　rand，Sici　rand， T O X ○ ○

128 852．9 An8elpcr如s　pr・e喧prep． レ。↓anperd．h． A X ◎ 1週／4週 ○

129 853．1 AngelperIus　pr・e：prcp． Guntc田m A 幽 ○ ○ X

田一2 130 853．5 Angelperms　pr．　c【prep。 Madnu A ○ ◎ 1週／3遇 O
監35 854．1 Ange監pcr監us　pr・e曳prep． Raci冊und，しeuprand＋2，　Lh． A ○ ◎ ○ O
137 855．12 AngelperIus　pr．　e甲rcp、 レdone　pr．，　Ursus A X ○ ○ ○

＊B8 856．5 ％馳lus Aσirand A ⑧ ◎ ○ ○
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時期 出典 欝　付 貸　　主 借　　滋 貸借 先行 居像 負 担 裁判

区分 （CDA） 物件 関係 規定 賦役 現物 貨幣 規定

旦39 856．：1 Angdpe伽s　p践飢p陀P・ Micco A O ◎ 1週／月 ○

14G 859．12 Angelpc削S　P隅t　prcp・ Lupuin。　P島 A X O ○ X

141 860．5 Angclpcnus　pr即覇ep・ Ioh㎝nis，　lord聞nus 触 ○ ◎ ○ O ○

装42 860．5 Angじlpc隠us　p帰順毘P UrsaciUS A ○ ◎ O ○

144 863．10 Angel隈πus　pr，　eI　prep・ Ardifusu、　Adalprand　nepus A ○ ○ o ○

145 864．9 Angel匪剛s　pr・eゆrep・ Angilq　PeIripe瞳 A X ⑩ ○ ○

146 864．且0 A隠gelperこus　pr・e監prep・ WHIcram，　Gumpc異9． A ○ ◎ 2日／週 ○

田一2 且47 865．91866．3 Angelpe蘭s　p島αprcp． Appertus　cL AA △ ◎ 6日／年 o ○

148 866．2 Angelpe践US　PLαprep・ SabaIinus，　Domi廟icus　g． A ○ ◎ 1避／4遡 ○

150 870．4／9？ Angeipc眞us　p肱eゆrep・ Popo，　lmm肛dロ9． A ○ ◎ 12日ノ年 ○ ○

15呈 871．8 Angelpe蹴us　p翫eゆrcp・ しuminianu AA ⑧ ◎ ○ ○

M1 873．6．27 Angelbc異US　PLαprep・ Dabi【 A ＠ ◎ o ○

且56 875．6．27 Osl繭be臨s　pr．　ct　prep． A両。 A X ◎ 1遇／3週 ○

157 876．5．4 Os竃ribe削s　pr．　cI　prcp・ Gisaiprand A O ◎ 1遇／3週 ○

158 88α8，3 Os1ribcロus　pr．　c！prep． Gun監。 A O ◎ 1避／3週 ○

159 88i，＆28 Barolrus　匹戯　rc， Leo A ○ ◎ 2日／遇 ○

…6i 883．5 Barolfus　ab． Lupo　Lh。 A X ○ O X

162 883，82艮 Barolfus　ab， Aゆaid T △ X O X

＊163 886．6 Mauru　scabinロS Iidicari，　Bemard　g．　Lh． 触 X ◎ ○ ○

165 887，｝L7 PCt田s　ab． Walip職nd A O X 1週／3週 o
166 887，蓋し8 Pc電rus　ab． Gurdannes A O ⑰ ○ ○

167 890．8．27 Pem】s　ab． Lanprand AへM O ○ ○ X

169 893，6．3 PeIrus　ab， Rainald，　Acco A O ○ 1日／年 O ○

173 897．LI5 Pc巳rus　ab． Alfusus A X ○ ○ X

174 899．9．12 PeIrus　ab， Andreas T X X O X

177 903．8．21 Pαrus　ab， 1urdannes AA ‘働 ○ ○ ○

蓋V 178 903．8．13／22， Pc蜘s　ab． Rainoif AA 翰 ○ ○ ○

18i 903．H，4 Pe紅rus　ab． O賦iceri，　Oripranda　con． AA，　M o ○ O ○

且82 904．6」6 Pαrusab， Lando｝fus　p践，　Bcnedic【o A X ③ ○ ○

184 908．9」8 Pctrus　ab， Pctrus幽ga㍑rga AA，　O 画 ○ O ○

188 913．7．19 Pe恥s　dia軌e【prep O賦iceri　pr・．Gaude羅cius　p臥 A X ＠ ○ O
191 916．6．3 Pe職s　ab． Beロediαo，　Tuロdalperga 晶 X ○ o X

193 917．6．12 Pe【rus　ab， LiuIardus　p恥Winisi A X ○ ○ X

194 920．9．21 Pe：rus　ab， 恥ngro A X ○ ○ ○

195 921．1 Eribra罰du　pr．αmon．（cel13　S．Scveri）〃Anso　pr． R X X ○ X

196 926，9」7 Erimf巨dus　ab， Mai㈱r靱Boniperga A X O ○ ○

197 926，929 Erimf鳶dus　ab， Aatus，　Lambert AA ⑨ ⑪ ○ X

・凡　　倒

「出典」CDA＝W．Kurac（ed．），　Cedex　DiptomatiCttS　Amiatinus，1．本稿「はじめに」註⑥参照．

　　　　　M　＝　M．Marrocchi，　Quattro　documenti　dall’archivio　Sferza　Cesarini＿本稿2章註②参照．

　　　　　45＝田本，114＋・・写本，t5ノノ＝餅文跡，97d攣羊皮紙裏面の覚書，＊1＝修道院の関与しない文書，

「貸圭。借主」ab．＝　abbas，　prep．＝praepOsitus，　pr．＝　presbiter．　diac．＝diaconus，　cl．＝　clericus，　mon．＝．monacus，

　　　　　1．h．＝liber　horne，　ex，　Clusine　civ，；exercitalisClusine　civltatis，　g．＝germani，　con，＝coniux，　alam．＝alamannus，

「貸儲物件JA　＝　casa　et　res（medietate　de　casa　et　resを含む），　AA＝複数のcasa　et　res，　C　＝　curtis，　D扁rebus　domnicatc，

　　　　　M＝mulino，　R＝res，　T　z　terra／Ierra¢t　vinea，

f先行関係」貸僑に先行する契約当事者問の法関係ないし法行為＝借主の父・借主による当該財産の用益（○），亮却（翰），

　　　　　寄進（⑪），関係なし（X），その他（△）．

r居住規定」本人の居住（＠），本人あるいは第三者による居住（○），居住規定欠如（X＞．

「負担」賦役（例：1週／3避冨3週ごとに1週，12日／9e　・・年12日など．　warcinisca＝乾草刈りと家畜小麗作り）．

「裁判規定J　「領主裁判権」規定の有（○），無（X＞．
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八・九世紀トスカーナ地方南部の土地貸借文書（亟村）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

日
、
通
常
は
三
週
な
い
し
四
週
ご
と
に
一
週
と
い
う
週
単
位
の
重
い
賦
役
を
負
う
も
の
と
、
年
間
一
日
か
ら
＝
百
ま
で
の
軽
微
な
年
賦
役
を

課
せ
ら
れ
た
も
の
に
区
別
で
き
る
。
文
書
で
は
、
こ
の
二
種
類
の
賦
役
は
そ
れ
ぞ
れ
「
ア
ン
ガ
リ
ア
き
α
q
p
冨
」
、
「
オ
ペ
ラ
。
鷺
鑓
」
な
る
用

語
を
も
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
貢
租
型
契
約
に
は
、
現
物
あ
る
い
は
貨
幣
い
ず
れ
か
の
納
入
を
負
う
場
合
と
、
双
方
の
納
入
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⑰

を
定
め
る
場
合
と
が
あ
る
。
文
書
で
は
現
物
貢
租
と
貨
幣
貢
租
を
区
別
せ
ず
、
こ
れ
ら
を
一
律
に
「
ペ
ン
シ
零
墨
霧
δ
」
と
表
現
し
て
い
る
。

　
賦
役
型
契
約
と
貢
租
型
契
約
の
作
成
さ
れ
た
時
期
、
な
ら
び
に
貸
借
の
対
象
と
な
る
土
地
財
産
の
種
類
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
借
地
契
約
は

四
つ
の
時
期
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
便
宜
的
に
1
期
、
二
期
、
穣
期
、
W
期
と
名
づ
け
る
と
す
る
な
ら
ば
、
1
期
は
も
っ
ぱ

ら
単
…
の
農
民
経
営
単
位
を
対
象
と
し
て
賦
役
型
契
約
が
作
成
さ
れ
た
時
期
で
あ
り
、
七
三
六
年
か
ら
七
七
二
年
ま
で
の
文
書
が
こ
れ
に
相
当

す
る
。
七
九
四
年
置
ら
八
一
八
年
ま
で
の
1
期
、
お
よ
び
入
一
九
年
か
ら
八
八
　
年
に
か
け
て
の
皿
期
に
は
、
貸
借
物
件
が
多
様
化
し
、
ま
た

賦
役
型
契
約
と
貢
租
型
契
約
の
双
方
が
作
成
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
時
期
を
分
け
隔
て
る
の
は
、
貸
借
の
対
象
と
借
主
の
負
担
と

の
対
応
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
H
期
に
は
、
単
一
の
農
民
経
営
単
位
を
対
象
と
す
る
契
約
は
賦
役
型
契
約
、
複
数
の
経
営
単
位
や
そ
の
他
の

土
地
財
産
に
関
わ
る
契
約
は
貢
租
型
契
約
と
い
う
よ
う
に
、
貸
借
物
件
の
内
容
に
応
じ
て
借
主
の
負
担
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
皿
盛
に
は
、
農
民
経
営
体
一
単
位
を
用
益
権
賦
与
の
対
象
と
す
る
契
約
の
中
に
、
貢
租
型
契
約
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
八
八
三
年
か
ら
九

二
六
年
に
か
け
て
の
W
期
に
な
る
と
、
賦
役
型
契
約
が
消
滅
し
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
契
約
が
貢
租
型
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
四
つ
の
時
期
を
政

治
的
年
代
区
分
に
当
て
は
め
る
な
ら
、
工
期
は
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
期
、
豆
期
と
思
期
は
カ
ロ
リ
ン
グ
期
、
W
期
は
ポ
ス
ト
・
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に
対

応
す
る
。

　
以
下
、
こ
の
時
期
区
分
に
従
っ
て
契
約
内
容
を
み
て
い
く
。
ま
ず
文
書
六
点
の
伝
来
す
る
工
期
に
は
、
「
古
典
的
」
と
も
い
う
べ
き
、
以
後

の
契
約
の
原
点
と
な
る
貸
借
契
約
が
作
成
さ
れ
た
。
貸
借
の
対
象
は
農
民
経
営
体
一
単
位
で
あ
り
、
史
料
用
語
を
用
い
る
な
ら
「
家
屋
と
財
産

8
鶏
Φ
け
お
の
」
一
表
「
貸
借
物
件
」
欄
で
「
A
」
と
表
記
一
で
あ
っ
た
。
借
主
は
そ
の
家
屋
へ
の
自
身
に
よ
る
居
住
－
同
「
居
住
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

定
」
欄
に
「
◎
」
で
表
示
一
と
、
賦
役
を
は
じ
め
と
す
る
義
務
の
履
行
を
約
束
し
た
。
借
主
の
負
担
は
契
約
ご
と
に
異
な
る
が
、
負
担
の
種
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類
や
量
の
設
定
に
さ
い
し
、
借
主
本
人
が
か
つ
て
当
該
財
産
の
所
有
者
で
あ
っ
た
か
否
か
が
考
慮
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
「
キ

ウ
ジ
の
キ
ヴ
ィ
タ
ス
の
エ
ク
セ
ル
キ
タ
ー
リ
ス
①
×
禽
至
剛
冨
Ω
島
貯
Φ
轟
く
冨
膏
」
で
あ
る
グ
ン
テ
フ
リ
ッ
ド
が
貸
与
主
と
し
て
関
与
し
た
三

通
の
文
書
か
ら
見
て
み
よ
う
。
グ
ン
テ
フ
リ
ッ
ド
は
七
七
二
年
に
、
ロ
ゼ
ッ
レ
地
方
の
○
ご
昌
8
鼠
o
o
に
あ
る
土
地
財
産
に
つ
い
て
、
ア
ウ
デ

ラ
ッ
ド
に
は
か
つ
て
そ
の
父
が
享
受
し
て
い
た
用
益
権
の
相
続
を
認
め
、
テ
ウ
デ
ィ
ペ
ル
ト
に
対
し
て
は
新
規
に
家
屋
へ
の
入
居
を
定
め
た
。

そ
の
さ
い
に
こ
れ
ら
二
人
の
俗
人
は
、
三
週
毎
に
一
週
の
賦
役
労
働
を
履
行
す
る
ほ
か
、
毎
年
夏
に
「
領
主
直
領
地
号
日
駄
8
」
か
ら
キ
ヴ

ィ
タ
ス
へ
塩
を
運
搬
す
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
約
束
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
か
つ
て
キ
ウ
ジ
地
方
の
○
｛
け
暴
に
あ
る
全
財
産
を
グ
ン
テ
フ

リ
ッ
ド
に
売
却
し
て
い
た
ボ
ヌ
ル
ス
は
、
七
六
五
年
春
文
書
を
作
成
し
て
そ
の
財
産
を
請
け
戻
し
た
と
き
、
年
問
一
二
日
の
オ
ペ
ラ
を
負
っ
た

　
　
　
　
⑳

に
す
ぎ
な
い
。

　
真
正
文
書
一
〇
点
と
偽
文
書
一
点
が
伝
来
す
る
五
期
に
は
、
単
｝
の
農
民
経
営
単
位
を
貸
借
の
対
象
と
す
る
契
約
と
な
ら
ん
で
、
複
数
の
農

民
経
営
単
位
一
表
「
物
件
」
欄
で
は
「
晶
」
と
表
示
一
の
用
益
権
賦
与
を
そ
の
内
容
と
す
る
貢
租
型
契
約
も
登
場
し
た
。
こ
の
う
ち
複
数
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の
農
民
経
営
単
位
を
貸
借
の
対
象
と
す
る
文
書
二
点
、
お
よ
び
軍
役
を
負
担
内
容
と
す
る
八
〇
九
年
の
文
書
、
計
三
点
を
除
く
真
正
文
書
七
点

は
、
「
古
典
的
」
契
約
の
枠
組
に
沿
っ
て
作
成
さ
れ
た
。
。
器
p
①
貫
①
ω
を
貸
与
さ
れ
た
借
主
は
、
そ
の
代
償
と
し
て
本
人
自
身
の
居
住
と
賦
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

履
行
を
約
束
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
種
の
契
約
に
も
、
新
た
な
動
向
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
貸
借
関
係
の
設
定
に
先
立
っ
て
、
当
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該
財
産
の
有
償
譲
渡
が
行
わ
れ
た
事
例
－
表
「
先
行
関
係
」
欄
で
「
鯵
」
と
表
示
－
が
、
七
点
中
五
点
を
占
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し

た
請
け
戻
し
契
約
の
割
合
の
増
大
は
、
土
地
所
有
者
か
ら
保
有
者
に
転
化
す
る
自
由
人
の
増
加
を
映
し
出
す
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
理
解

の
妥
当
性
は
、
ア
ミ
ア
ー
タ
修
道
院
に
お
け
る
売
却
文
書
の
伝
来
の
仕
方
か
ら
裏
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
修
道
院
に
は
、
自
由
人
が
全
財
産
た
る

家
屋
一
軒
と
そ
の
附
属
財
産
を
修
道
院
に
売
り
渡
す
さ
い
に
作
成
し
た
八
・
九
世
紀
の
売
却
文
書
が
一
六
点
伝
来
す
る
が
、
こ
の
う
ち
八
七
三

年
の
日
付
を
も
つ
文
書
一
点
を
除
く
一
五
点
ま
で
は
、
カ
ー
ル
大
帝
が
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
王
国
を
征
服
し
た
七
七
四
年
か
ら
八
四
〇
年
に
か
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
時
期
に
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
自
由
人
の
借
地
人
化
と
相
ま
っ
て
、
請
け
戻
し
契
約
に
お
い
て
は
、
修
道
院
が
契
約
に
関
与
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、

負
担
の
種
類
が
オ
ペ
ラ
か
ら
ア
ン
ガ
リ
ア
へ
と
変
化
し
、
賦
役
量
が
増
加
し
た
。
す
な
わ
ち
、
八
〇
九
年
に
ア
ミ
ア
ー
タ
修
道
院
長
サ
バ
テ
ィ

ヌ
ス
と
デ
ウ
ス
デ
デ
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
契
約
で
は
、
週
　
日
の
賦
役
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
事
例
で
は
、
自
己
の
財
産
を
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

却
し
た
人
物
は
、
四
週
な
い
し
月
毎
に
一
週
と
い
う
さ
ら
に
重
い
週
単
位
賦
役
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
請
け
戻
し
を
前
提
と
し
な

い
こ
の
時
期
の
契
約
に
お
い
て
、
借
地
人
は
請
け
戻
し
契
約
の
場
合
と
同
一
量
の
賦
役
を
除
い
て
は
、
い
か
な
る
負
担
も
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
⑰

な
か
っ
た
か
ら
、
少
な
く
と
も
文
書
を
媒
介
と
し
て
借
地
契
約
が
取
り
結
ば
れ
る
場
合
に
は
、
用
益
権
者
に
対
す
る
負
担
の
ア
ン
ガ
リ
ア
へ
の

　
元
化
と
賦
役
量
の
均
一
化
が
急
速
に
実
現
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
な
お
貸
借
文
書
が
一
瞥
①
｝
ぎ
ω
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
あ
わ
せ

て
貸
借
の
法
的
根
拠
を
表
す
文
言
で
あ
る
一
ぴ
①
一
ド
ユ
。
口
。
日
冒
Φ
が
本
文
に
導
入
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
時
期
で
あ
る
。

　
m
期
に
は
、
「
古
典
的
」
契
約
か
ら
の
乖
離
が
進
行
す
る
。
こ
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
文
書
は
、
覚
書
一
点
を
含
め
四
八
点
で
あ
る
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
中
に
は
貸
主
の
み
な
ら
ず
、
借
主
に
発
給
さ
れ
た
文
書
を
も
伝
来
さ
せ
て
い
る
二
組
の
文
書
、
計
四
点
が
含
ま
れ
る
た
め
、
実
際
の
契
約
件

数
は
四
六
件
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
＄
鋒
Φ
欝
Φ
ω
を
対
象
と
す
る
契
約
は
三
五
件
を
占
め
る
が
、
契
約
に
先
立
っ
て
当
該
財
産
の
有
償
譲
渡
が

行
わ
れ
た
こ
と
の
確
実
な
契
約
は
、
三
五
件
中
九
件
に
と
ど
ま
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
九
件
に
つ
い
て
賦
役
規
定
を
含
む
契
約
は
一
件
も
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

借
地
人
の
負
担
は
い
ず
れ
も
貢
租
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
貸
借
関
係
を
新
規
に
設
定
し
た
り
契
約
を
更
画
し
た
り
す
る
場
合
、
借

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

主
が
ア
ン
ガ
リ
ア
の
履
行
を
約
束
す
る
事
例
と
な
ら
ん
で
、
軽
微
な
年
賦
役
に
加
え
て
貨
幣
貢
租
を
負
っ
た
り
、
現
物
貢
租
あ
る
い
は
貨
幣
貢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

租
を
負
担
す
る
事
例
も
頻
繁
に
確
認
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
負
担
内
容
の
変
化
を
象
徴
的
に
示
す
の
が
、
八
三
五
年
に
ソ
ヴ
ァ
ナ
地
方
の
ω
℃
堕

巳
。
8
鷺
ぎ
。
に
あ
る
土
地
財
産
を
め
ぐ
っ
て
、
修
道
院
長
代
理
イ
ル
デ
ィ
プ
ラ
ン
ド
ゥ
ス
と
借
地
契
約
を
取
り
結
ん
だ
サ
ン
ト
ゥ
1
ル
の
事

例
で
あ
る
。
サ
ン
ト
ゥ
ー
ル
は
か
つ
て
兄
弟
二
人
と
と
も
に
、
貸
与
主
た
る
修
道
院
に
対
し
て
四
週
毎
に
～
週
の
賦
役
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

た
が
、
八
三
五
年
差
単
独
で
契
約
を
更
新
し
た
時
に
は
も
は
や
賦
役
義
務
を
負
わ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
貨
幣
貢
租
＝
一
デ
ナ
リ
ウ
ス
の
支
払
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
約
束
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
単
一
の
農
民
経
営
単
位
を
用
益
す
る
者
す
べ
て
が
同
一
量
の
賦
役
を
負
担
す
る
と
い
う
原
則
が
崩
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れ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
8
銘
Φ
貫
Φ
ω
を
対
象
と
す
る
八
二
〇
年
代
以
降
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
契
約
に
、
「
領
主
裁
判
権
」
規
定
が
盛

り
込
ま
れ
た
。
こ
れ
以
後
、
借
主
の
負
う
負
担
が
何
で
あ
れ
、
8
銘
Φ
窪
Φ
ω
の
借
地
人
は
貸
与
主
の
「
領
主
裁
判
権
」
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に

　
　
⑭

な
っ
た
。

　
か
か
る
特
徴
を
有
す
る
型
番
は
、
八
五
一
年
な
い
し
八
五
二
年
を
境
と
し
て
、
さ
ら
に
二
つ
の
時
期
に
区
分
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
便
宜
上
蟹

－
1
期
、
皿
－
2
期
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
二
四
件
の
契
約
が
設
定
さ
れ
た
盤
－
1
期
に
は
、
単
一
の
＄
雛
①
貫
①
。
。
以
外
の
財
産
を
対
象
と
す
る
契
約

が
八
件
に
上
り
、
し
か
も
「
所
領
2
巳
ω
」
、
「
地
片
§
鑓
」
1
表
「
物
件
」
欄
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
C
」
、
「
T
」
と
表
示
一
な
ど
、
貸
借

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

物
件
の
多
様
化
が
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
あ
る
文
書
で
複
数
の
農
民
経
営
単
位
の
借
主
と
し
て
登
場
す
る
人
物
が
、
別
の
文
書
で
は
貸
主

に
な
る
と
い
っ
た
、
貸
借
関
係
の
重
層
化
も
確
認
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
二
件
の
契
約
が
取
り
結
ば
れ
た
皿
－
2
期
に
は
、
単
一
の
農
民
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

営
単
位
以
外
の
財
産
を
貸
借
の
対
象
と
す
る
事
例
は
、
複
数
の
＄
雛
簿
富
ω
を
扱
っ
た
契
約
三
件
に
す
ぎ
ず
、
貸
借
関
係
の
複
層
性
を
認
め

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
皿
－
1
期
に
は
、
貢
租
を
負
撫
内
容
と
す
る
契
約
の
な
か
に
、
借
主
の
居
住
を
義
務
づ
け
て
い
な
い
事
例
一
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

「
居
住
」
欄
に
×
印
で
表
示
一
i
が
見
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
皿
－
2
期
に
は
借
主
の
従
属
者
に
よ
る
居
住
と
い
う
仕
方
を
も
含
め
て
　
　
表

「
居
住
」
欄
に
○
印
で
表
示
　
　
、
あ
ら
ゆ
る
借
地
人
に
居
住
責
任
を
負
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
論
ず
る
余
裕
は
な
い
が
、
か
か
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

蟹
－
2
期
の
動
向
は
、
教
会
の
財
産
権
移
転
行
為
に
対
し
て
皇
帝
ル
ド
ヴ
ィ
ー
コ
ニ
世
が
講
じ
た
措
置
と
の
関
連
で
読
み
解
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
貸
借
文
書
二
〇
点
の
伝
来
す
る
W
期
に
な
る
と
、
負
担
の
種
類
が
貢
租
へ
と
一
元
化
さ
れ
る
の
と
は
対
称
的
に
、
貸
借
物
件
と
契
約

内
容
が
再
び
多
様
化
す
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
は
、
複
数
の
農
民
経
営
単
位
を
対
象
と
し
て
貸
借
関
係
を
設
定
す
る
事
例
が
増
加
し
、
「
地
堺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

§
鑓
」
や
「
領
主
直
領
地
お
び
霧
号
難
鉱
。
簿
Φ
」
、
「
水
車
ヨ
巳
『
。
」
等
の
用
益
権
を
設
定
す
る
例
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
他
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
は
、
。
器
ゆ
①
貫
Φ
ω
を
対
象
と
す
る
契
約
一
〇
点
に
お
い
て
、
借
主
本
人
が
居
住
義
務
を
負
わ
な
か
っ
た
り
、
貸
主
の
裁
判
権
に
拘
束
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

な
い
事
例
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
第
三
者
を
使
役
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
借
主
に
労
働
の
監
督
責
任
を
負
わ
せ
る
規
定
が
登
場
す
る
の
で
あ

⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
。
な
お
、
単
一
の
農
民
経
営
単
位
に
関
わ
る
売
買
契
約
と
請
け
戻
し
契
約
は
、
八
七
三
年
を
最
後
に
消
滅
す
る
。
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契
約
内
容
の
変
化
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
南
部
で
は
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
期
に
す
で
に
兆
し
を
見

せ
て
い
た
自
由
人
の
借
地
人
化
が
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に
入
っ
て
一
層
進
行
し
た
。
こ
の
動
向
と
相
ま
っ
て
、
か
つ
て
は
土
地
所
有
者
で
あ
っ
た

自
由
人
と
、
以
前
か
ら
保
有
農
民
で
あ
っ
た
自
由
人
と
の
間
に
存
在
し
て
い
た
賦
役
の
内
容
と
量
の
格
差
が
、
急
速
に
解
消
へ
と
向
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
自
由
身
分
の
保
有
農
民
に
対
す
る
負
担
と
し
て
実
現
さ
れ
た
均
一
的
な
賦
役
体
系
は
、
請
け
戻
し
契
約
の
減
少
傾
向
が
現
れ
る
八

二
〇
年
代
以
降
解
体
す
る
が
、
こ
れ
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
「
領
主
裁
判
権
」
が
導
入
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
　
方
で
、
当
初
は
「
古
典

的
」
な
契
約
関
係
を
取
り
結
ぶ
手
段
で
あ
っ
た
土
地
貸
借
文
書
が
、
徐
々
に
多
様
な
貸
借
関
係
の
設
定
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し

て
八
五
〇
年
代
以
降
は
、
単
一
の
農
民
経
営
単
位
を
用
益
の
対
象
と
す
る
契
約
そ
の
も
の
が
、
借
主
に
と
っ
て
自
身
の
従
属
者
を
使
役
す
る
手

段
と
な
る
に
い
た
る
。

　
こ
う
し
た
契
約
内
容
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
貫
し
て
保
持
さ
れ
た
要
素
も
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
契
約
期
間
が
二
代
あ
る
い
は
三
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
長
期
に
及
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
単
　
な
い
し
複
数
の
農
民
経
営
単
位
へ
の
居
住
責
任
を
借
主
へ
負
わ
せ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
点
や
、

九
世
紀
初
頭
以
降
、
借
主
の
用
益
権
や
改
良
義
務
が
明
記
さ
れ
た
こ
と
を
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
南
部
の
貸
借
契
約
は
、
借

地
人
に
よ
る
す
ぐ
れ
て
長
期
的
か
つ
安
定
的
な
用
益
を
め
ざ
し
た
世
襲
借
地
契
約
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に
こ
の
側
面

が
よ
り
強
調
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
①
モ
ン
テ
・
ア
ミ
ア
ー
タ
修
道
院
史
に
つ
い
て
は
、
≦
．
〆
呉
N
ρ
H
旨
旨
。
墨
ω
け
Φ
δ
　
　
ヨ
四
目
同
ヨ
Φ
象
⑦
〈
聾
．
℃
δ
匡
の
ヨ
一
曲
ヨ
①
8
俳
。
－
〉
墨
｝
芭
ω
【
9
畠
P
ぎ
嵐
．
層

　
象
ω
き
ω
亀
毒
§
①
巴
ζ
o
艮
Φ
〉
巨
m
雷
①
一
β
。
。
。
巷
箕
。
冥
護
い
け
㊦
ヨ
①
葬
ぎ

　
ト
首
鼠
轟
ミ
　
ミ
　
浄
嵩
　
象
N
§
8
鑓
　
ミ
　
§
嵩
紺
　
毎
§
貯
ミ
　
b
o
ミ
§
§
翫
　
無
。
識
9
。

　
織
ミ
薄
馬
§
ミ
も
§
譜
ミ
四
〇
5
四
仙
帥
一
画
．
－
Ω
軍
Φ
N
N
o
ぱ
昇
匝
お
嵩
①
一
Φ
c
。
c
。
曽
薯
’

　
一
黎
卜
。
9
乏
．
囚
貰
N
ρ
H
ヨ
。
ヨ
2
島
讐
冒
。
甘
勉
財
儒
巴
簿
ω
8
「
冨
象
ω
磐
ω
鷺
〈
障
o
H
Φ

　
鉱
ζ
o
馨
Φ
〉
旦
鎮
P
ヨ
い
臨
ミ
智
ミ
鳶
N
蒙
融
§
り
鋤
2
茜
凸
嵐
．
－
］
K
．

　
》
m
。
冨
罫
労
。
ヨ
里
門
⑩
。
。
P
慧
．
。
。
ω
ム
。
。
．
参
照
。

②
ア
ミ
ア
ー
タ
文
書
に
つ
い
て
は
、
≦
甲
異
母
N
ρ
い
。
。
・
8
「
8
。
①
＝
。
ロ
黛
無
豆
。
・

ミ
§
§
慰
識
馬
き
い
ミ
田
島
N
負
§
馬
寵
馬
謹
N
ミ
§
動
ミ
醤
霜
§
§
軌
§
壁
防
ミ
ミ
§
登
ミ
ミ
塾

9
黛
惹
8
蔓
9
寒
ミ
。
喩
9
自
局
㌶
ミ
甑
俺
魯
§
発
ω
δ
冨
お
。
。
O
も
9
マ
器
’
参

照
。
こ
の
八
六
点
に
は
、
長
い
間
修
道
院
か
ら
遺
失
し
て
い
た
が
、
ス
フ
ォ
ル
ツ

ァ
・
チ
ェ
ザ
リ
ー
二
家
の
文
書
庫
か
ら
最
近
発
見
さ
れ
た
り
ヴ
ェ
ッ
ロ
一
点

（
竃
．
ζ
霞
。
8
窪
》
O
轟
葺
。
山
0
8
暑
邑
計
切
、
費
雪
ぎ
。
ω
｛
9
器
O
①
ω
巴
p
一

冨
「
一
器
ε
缶
α
巴
、
》
邑
四
欝
①
餌
Φ
τ
．
8
昆
翼
・
ω
O
『
ω
ぎ
自
．
、
（
ω
①
O
O
．
H
×
1
×
同
同
）
’

婁
一
飛
（
一
⑩
リ
ミ
リ
c
o
）
も
鵠
＝
ω
－
嵩
曽
P
一
9
）
、
な
ら
び
に
、
厳
密
な
意
味
で
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の
貸
借
文
轡
で
は
な
い
が
、
八
二
五
年
五
月
に
売
却
文
書
を
作
成
し
た
書
記

　
℃
Φ
需
島
が
、
そ
の
羊
皮
紙
の
裏
面
（
儒
。
誘
。
）
に
記
し
た
り
ヴ
ェ
ッ
ロ
覚
書
一
点

　
を
含
め
た
（
O
U
＞
Φ
メ
唱
・
8
一
．
以
後
O
u
＞
Φ
乱
と
表
記
）
。

③
写
本
と
し
て
伝
来
す
る
二
点
の
う
ち
、
一
点
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
書
に
忠
実
な
か

　
た
ち
で
一
四
世
紀
初
頭
に
筆
写
さ
れ
た
真
正
文
書
で
あ
り
（
O
U
》
一
憲
）
、
も
う

　
一
点
は
九
世
紀
中
に
原
本
の
写
し
に
改
窺
の
手
が
加
え
ら
れ
た
偽
文
書
で
あ
る

　
　
（
O
U
》
田
）
。
O
U
＞
H
も
唱
』
と
る
。
。
山
O
一
．
参
照
。

④
O
U
》
押
N
。
。
レ
㎝
口
⑩
る
ρ
①
♪
お
”
。
。
①
（
二
通
）
る
刈
9
り
⑩
”
δ
企
乙
。
。
一

　
一
〇
ω
・
修
道
院
が
当
事
者
と
し
て
関
与
し
な
い
文
書
が
伝
来
す
る
訳
は
、
修
道
院

　
に
財
産
を
譲
渡
し
た
者
が
、
そ
の
財
産
に
つ
い
て
第
一
二
者
と
の
聞
で
作
成
し
て
い

　
た
文
書
を
、
財
産
と
と
も
に
引
き
渡
し
た
た
め
で
あ
る
（
℃
’
9
ヨ
臼
費
。
ω
留
P

　
寒
§
§
轟
鳴
置
銭
勲
、
ミ
ミ
ミ
白
鷺
薯
辱
N
勘
誉
ミ
帖
笥
試
肺
黄
菊
。
ヨ
鶴
一
り
⑩
一
“
や

　
♂
．
）
。

⑤
城
戸
前
掲
論
文
「
農
地
契
約
」
参
照
。

⑥
こ
の
二
種
類
の
史
料
を
つ
き
合
わ
せ
て
自
由
人
の
没
落
を
め
ぐ
る
問
題
を
考
察

　
し
た
論
考
と
し
て
、
℃
．
○
巴
簿
芦
φ
o
o
器
0
9
昌
一
〇
9
碧
Ω
ぼ
箕
Φ
ω
欝
N
δ
巳

　
匹
．
o
℃
o
田
口
臥
o
o
三
自
浄
p
α
q
「
p
ユ
豆
卿
8
p
畠
臓
餌
画
ω
㊦
o
巳
一
く
譲
同
1
〆
ぎ
ト
恥
㌧
越
・

　
防
ミ
臨
。
ミ
蹴
ぜ
鴨
ミ
ミ
N
貯
§
意
§
馬
叫
ミ
翻
犠
謹
譜
N
ミ
鴨
ミ
題
§
響
切
。
♂
σ
q
ロ
簿
一
⑩
G
◎
N
℃
や

　
O
り
山
O
O
。
．
が
あ
る
。

⑦
煽
』
。
償
α
Q
碧
9
ト
ミ
§
ミ
恥
魯
醤
之
馬
沁
§
§
馬
翫
蒙
ミ
譜
貯
嵩
§
§
一
ミ
頃
恥
賊
噺

　
§
§
譜
辱
ミ
§
蔑
鴇
㍗
黄
”
o
ヨ
山
一
り
㊤
朝
も
ワ
①
？
①
。
。
・
こ
の
改
革
の
前
提
と
な

　
る
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
期
の
書
記
制
度
に
つ
い
て
は
、
1
国
〈
①
円
①
貫
ω
9
げ
ω
ω
雪
仙

　
O
げ
p
嵩
①
崩
ぎ
い
。
ヨ
げ
p
己
H
9
ぼ
”
勲
§
§
馬
§
鳶
費
（
N
O
O
O
）
響
℃
マ
ω
Φ
－
o
◎
ω
．

　
参
照
。

⑧
O
u
＞
①
。
。
も
．
δ
O
．
O
O
》
0
二
巴
．
も
参
照
。
九
世
紀
と
一
〇
世
紀
初
頭
の

　
貸
借
文
書
七
九
点
に
つ
い
て
、
キ
ヴ
ィ
タ
ス
ご
と
に
書
記
人
数
と
文
書
点
数
を
列

　
挙
す
る
な
ら
ば
、
キ
ウ
ジ
日
量
（
四
一
点
）
、
ソ
ヴ
ァ
ナ
追
入
（
一
五
点
）
、
ト
ゥ

　
ス
自
益
ア
八
人
（
一
四
点
）
、
シ
エ
ナ
四
入
（
八
点
）
、
カ
ス
ト
ロ
～
人
（
一
点
）

　
で
あ
る
。
本
章
註
⑳
、
⑳
、
⑳
参
照
。
複
数
の
管
区
で
活
動
す
る
勲
記
は
シ
エ
ナ

　
と
ソ
ヴ
ァ
ナ
に
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
帰
属
す
る
キ
ヴ
ィ
タ
ス
を
特
定

　
し
え
な
い
若
干
名
の
書
記
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
文
書
も
参
照
し
て
帰
属
す
る

　
可
能
性
の
高
い
管
区
に
分
類
し
た
。

⑨
O
U
＞
到
N
弘
O
レ
P
卜
。
ρ
ま
．
八
世
紀
に
は
土
地
貸
借
文
書
が
も
う
一
点
伝
来

　
す
る
が
（
O
u
＞
o
。
）
、
そ
の
文
書
形
態
は
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
六
点
と
は
ま
っ
た

　
く
異
な
る
。
本
章
註
⑮
参
照
。

⑩
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
O
U
＞
罫
℃
・
ω
9
．
、
㌶
四
巳
｛
①
ω
欝
。
醸
し
。
p
書
8
Φ
α
q
。

　
ゆ
。
旨
旨
¢
P
Φ
o
ρ
β
o
山
く
①
鵠
輝
p
α
鋤
く
犀
a
瓢
○
償
暮
①
｛
「
凱
。
野
戦
ω
詠
ω
ヨ
Φ
餌
ヨ
。
器
臣
Φ

　
O
｛
｛
ぎ
Φ
い
9
Φ
σ
q
o
O
¢
暮
Φ
h
践
山
8
鴇
℃
蛍
葛
。
δ
u
d
o
”
缶
蕊
ヨ
督
ω
一
ω
ユ
ぴ
器
”
ρ
信
Φ
ω

　
旨
笹
一
く
①
口
信
員
侮
霧
二
義
①
8
昌
｛
汀
日
磐
却
p
α
山
鐸
。
伍
①
9
ヨ
。
鷺
「
霧
留
ρ
¢
o
山
霊
葺
象
Φ
ω

　
匹
郁
。
傷
①
o
一
ヨ
旨
雪
口
巴
一
』
。
’
卑
巳
三
一
こ
げ
一
＜
①
一
厩
肥
7
Φ
H
㊦
鰯
。
。
ε
」
ω
ω
¢
℃
①
も
。
器
お

　
　
　
コ
　
　
　
　
　
ニ

　
℃
【
O
ヨ
日
淳
O
・

⑪
　
例
え
ば
、
O
U
＞
一
9
署
．
ω
㌣
ω
ピ
、
．
。
・
一
Φ
α
q
o
O
暮
8
｛
H
凱
く
匪
7
Φ
「
o
象
ω
ヨ
Φ
置

　
［
Φ
舞
層
騨
象
0
8
じ
d
o
p
巳
¢
ω
く
①
一
げ
Φ
話
旺
ω
醗
巳
ω
｛
o
ユ
ω
ぢ
ω
一
ω
鼠
げ
β
。
。
Φ
×
℃
Φ
＝
臼
①

　
ρ
β
Φ
ω
一
髪
陣
ヨ
器
量
p
露
脚
ヨ
鳳
こ
し
・
鴇
唱
①
「
貯
O
o
揮
①
誘
｛
①
ω
什
ぎ
p
く
Φ
臥
ヨ
曇
り
野
駈
・
一
首
し
・
一

　
匹
鐸
。
α
Φ
9
ヨ
無
①
P
ε
鐸
。
Φ
×
⑦
器
9
切
。
ロ
巳
①
＜
画
げ
費
Φ
象
。
。
葺
一
ω
o
β
ヨ
。
ヨ
巴
ω
凱
ω

　
旨
瞬
く
臨
Φ
ヨ
畠
Φ
首
路
。
三
斜
①
背
ぎ
。
。
償
℃
曾
o
o
p
℃
o
ロ
。
屋
讐
。
ヨ
蓑
一
ヨ
蕊
p
郎
ω
O
β
目
・

　
帯
浄
古
く
①
一
7
①
お
島
げ
島
ロ
。
の
＃
尻
こ
臣
ゆ
。
昌
蕊
。
＜
Φ
一
戸
島
ゲ
Φ
お
象
ω
ε
冨
。
・
○
質
傷
。
ω

　
ユ
①
8
日
．
ω
一
毛
臣
齢
①
「
δ
箕
。
八
目
8
鋤
山
ρ
詳
①
ω
b
o
p
儒
Φ
o
ヨ
①
⑦
σ
q
o
じ
u
o
昌
巳
島
”
艮
。
。
一

　
①
σ
q
o
＜
①
一
げ
Φ
旨
旨
。
。
目
①
一
ω
｛
o
ユ
ω
な
の
一
。
。
鳥
げ
β
。
・
Φ
圏
お
ρ
器
。
ヶ
ぼ
嵩
ヨ
¢
P
く
Φ
一
ぢ
ω
一
ω

　
匹
信
。
傷
Φ
9
ヨ
象
Φ
ω
こ
窪
O
q
三
〇
蹄
己
く
鮎
国
山
7
①
話
象
。
・
け
巳
ω
℃
田
ω
o
マ
①
『
①
昌
。
ご
賃
陣
・

　
ヨ
島
国
伍
。
目
議
帥
ρ
償
。
傷
舐
ぼ
耳
誤
雷
ω
｛
¢
臼
ぎ
∬
ε
質
。
①
×
＄
ω
首
。
・
一
ω
筐
賦
。
。
ヨ
Φ
δ

　
o
自
ヨ
。
旨
駄
ω
臥
。
・
ヨ
餌
く
出
①
8
α
Φ
督
旨
。
器
ρ
倶
o
o
ロ
唱
。
口
臼
①
唱
。
ヨ
一
跨
8
①
α
Q
o
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b
ご
。
団
巳
蕊
〈
働
7
①
お
象
ω
ヨ
①
δ
樽
〕
営
O
信
韓
①
鳥
山
く
Φ
｝
二
目
ぴ
曾
①
島
房
曾
虐
置
8
劉
島
8

　
縣
①
O
①
ヨ
‘
、
、

⑫
O
U
》
b
。
も
．
O
．
O
U
》
日
＼
卜
。
も
』
①
。
。
．
の
文
書
二
部
作
成
に
関
す
る
書
式
一
覧

　
も
参
照
の
こ
と
。

⑬
た
だ
し
O
U
諺
鮒
卜
。
で
は
借
主
の
み
が
副
署
し
て
い
る
。
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
文
害
に

　
お
け
る
副
署
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
四
く
雪
P
N
§
鳳
ミ
ミ
§
識
。
一
f
署
．

　
霜
O
－
蕊
．
参
照
。

⑭
例
え
ば
、
O
U
＞
鮒
℃
．
斜
∴
．
＋
団
α
Q
。
↓
き
黙
召
啓
帥
8
洋
霧
ω
。
暑
§
ゐ
慧
ヨ

　
唱
。
。
。
鐸
p
岳
欝
o
o
p
唱
ロ
鼠
魚
島
①
黛
許
．
．
、

⑮
↓
。
島
①
井
卜
等
量
ミ
§
二
輪
鼻
；
署
．
鰺
。
。
幽
9
お
よ
び
本
稿
七
〇
～
七
一
頁
参

　
照
。
O
U
＞
。
。
は
他
の
同
時
代
文
害
と
は
異
な
り
、
借
主
の
｝
方
的
な
義
務
を
記

　
し
た
片
務
契
約
で
あ
る
。
貸
主
側
の
罰
則
規
定
や
署
名
の
欠
如
も
、
文
書
の
一
部

　
作
成
も
、
契
約
の
こ
う
し
た
性
格
か
ら
説
明
し
う
る
。

⑯
本
章
註
⑪
参
照
。
た
だ
し
、
O
U
＞
卜
。
に
は
罰
則
と
し
て
の
罰
金
支
払
い
義
務

　
が
欠
如
す
る
。

⑰
O
O
》
押
℃
■
。
。
■

⑱
O
σ
＞
N
も
．
O
．
こ
の
用
語
の
綴
り
に
つ
い
て
は
本
章
註
⑳
参
照
。

⑲
コ
旨
旨
書
式
一
〇
U
＞
封
卜
。
∴
。
冨
勲
藪
白
鼠
。
窪
器
呂
Φ
。
Φ
σ
Q
。
ぺ
．
、
一
〇
∪
〉
昼

　
、
δ
o
嵩
田
欝
Φ
×
ぴ
H
旨
武
器
簿
｛
貯
ヨ
僧
5
訂
《
．
一
〇
り
〉
｝
P
い
⊃
9
、
．
O
o
房
訂
げ
ヨ
Φ
×

　
馨
o
o
霧
け
舞
ヨ
ゆ
く
o
o
昌
く
Φ
臆
測
件
旨
．
．
一
〇
U
》
料
伊

⑳
著
長
冨
震
。
邑
ω
ω
δ
⇒
す
○
∪
〉
封
戸
＄
『
ミ
＄
欝
冨
　
O
U
＞
b
。
し
P
N
ρ

　
蒔
伊

⑳
O
U
＞
①
c
。
（
書
記
℃
Φ
欝
。
。
）
し
O
N
δ
ω
し
O
♪
H
O
刈
δ
c
。
L
討
（
以
上

　
］
W
o
巳
）
曽
一
b
o
P
一
ω
ρ
一
ω
メ
竃
一
（
以
上
い
一
〇
二
野
霧
）
曽
一
鼻
O
　
（
↓
震
な
①
詳
雌
）
り
零
介

　
辰
ゆ
一
〇
ρ
ζ
押
同
α
少
δ
メ
一
〇
。
。
”
属
ρ
一
①
笛
（
以
上
¢
勝
¢
）
ピ
一
①
伊
一
①
◎
屋
メ

　
一
〇
P
一
刈
ら
。
博
旨
♪
一
票
（
以
上
℃
Φ
鐸
β
）
り
一
二
。
。
－
一
Q
。
ド
一
。
。
卜
。
払
。
。
野
一
Φ
刈
（
以
上

　
b
d
o
目
｝
㌶
器
）
り
一
。
。
c
。
り
お
ど
一
〇
ω
し
り
♪
一
〇
①
（
以
上
H
o
冨
量
霧
）
．
キ
ウ
ジ
の
書

　
記
で
あ
る
d
話
島
は
八
〇
四
年
に
、
℃
話
≦
島
書
式
の
先
駆
と
も
言
う
べ
き

　
、
．
℃
嵩
≦
臼
①
α
q
o
×
母
お
瓜
田
《
．
．
な
る
書
式
を
用
い
て
い
る
（
O
U
＞
O
介
で
ワ

　
同
O
Q
Q
－
O
Φ
）
。

⑫
O
U
＞
①
偽
（
O
。
o
一
鼠
）
－
刈
G
。
（
竃
帥
辛
目
ω
）
り
O
刈
9
δ
ρ
一
曽
（
以
上
℃
簿
崔
ω
）
》

　
一
霜
（
U
o
巨
巳
。
器
ソ
ー
ト
」
G
。
（
切
①
器
象
〇
一
蕊
）
り
δ
伊
δ
P
憲
b
◎
”
に
0
（
以
上

　
男
駅
。
ご
ン
窓
。
。
篇
⊆
踵
一
（
以
上
〉
ヨ
巴
掌
牙
y
こ
の
う
ち
請
願
受
諾
の
書
式
（
Φ
守
q
o

　
×
き
象
①
簿
窃
冨
目
窪
曾
霧
け
慧
ω
号
黛
江
一
瓢
網
…
）
を
有
す
る
文
画
一
Ω
）
》
①
《

　
一
一
N
お
ド
昌
ω
》
一
G
。
伊
一
し
◎
P
瞬
爵
℃
一
蒔
伊
竃
○
。
』
鰹
．
ト
ゥ
ス
雪
吊
ア
と
カ
ス
ト

　
ロ
（
O
U
諺
一
ト
。
餅
q
巳
ヨ
。
一
ω
一
）
の
書
記
が
こ
の
書
式
を
採
用
し
た
背
景
と
し
て
、

　
当
時
の
ロ
ー
マ
教
会
領
で
作
成
さ
れ
て
い
た
土
地
貸
借
文
書
か
ら
の
影
響
が
想
定

　
さ
れ
る
。
こ
の
地
方
は
八
世
紀
宋
に
教
会
領
に
併
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
本
稿
七

　
三
頁
）
。
七
・
八
世
紀
ロ
ー
マ
で
の
土
地
貸
借
慣
行
に
つ
い
て
は
、
国
竃
費
器
用

　
N
．
国
ミ
，
ミ
§
貯
象
轟
ら
ミ
馬
沁
。
ミ
織
轟
ミ
肉
8
榊
鴇
ミ
、
．
謡
瓢
照
察
慧
O
毎
偽
8
翻
N
事
さ
．
防
鳳
ミ
㍗

　
婁
器
§
§
§
韓
ミ
画
§
昏
ミ
隆
鷺
裟
§
轟
響
幻
。
ヨ
帥
お
㊤
c
。
も
や
N
O
？
卜
。
ピ
参
照
。

⑳
　
℃
ご
〇
三
け
型
一
〇
U
＞
①
伊
謡
曽
。
。
b
⊃
（
以
上
閏
一
躍
。
ぎ
）
噌
O
刈
（
〉
霞
轟
置
ロ
ω
）
り
一
一
ω

　
（
〉
匹
2
山
餌
葺
。
。
）
魑
一
い
⊃
O
（
〇
四
丁
ご
ω
）
．
℃
Φ
簿
即
。
型
η
0
∪
〉
①
⑩
（
〉
畠
2
畠
讐
器
）
甲

　
郎
。
。
（
M
）
甲
一
Q
。
Q
。
（
Q
三
楽
。
）
曽
一
〇
一
（
〉
誌
ぎ
α
q
o
）
一
一
①
ω
（
い
ぼ
箕
9
。
借
覧
ン
一
〇
〇

　
（
ピ
Φ
o
）
．
℃
お
5
象
型
胃
O
O
＞
ご
b
⊃
り
H
卜
ρ
び
（
以
上
〉
餌
⑦
o
庫
障
葛
）
．

⑳
　
財
ぴ
巴
ξ
ω
（
O
U
＞
①
心
（
騨
Q
。
O
o
。
）
に
初
出
）
は
ト
ゥ
ス
カ
ニ
ア
、
ソ
ヴ
ァ
ナ
、

　
カ
ス
ト
ロ
の
書
記
が
使
用
し
、
一
ぴ
。
一
興
ω
0
8
〈
Φ
器
匿
㊦
（
O
U
＞
誤
（
Q
．
o
。
一
①
）

　
初
出
）
は
キ
ウ
ジ
と
シ
エ
ナ
の
書
記
が
採
周
し
た
。

⑳
　
こ
の
文
言
の
導
入
と
書
式
の
発
展
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
W
・
ク
ル
ツ
ェ
の

　
解
説
も
参
照
（
O
O
＞
一
も
や
り
。
。
し
b
。
メ
巳
P
一
画
。
。
）
。
な
お
南
ト
ス
カ
ー
ナ
に
か

　
ぎ
ら
ず
、
か
つ
て
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
王
国
を
構
成
し
て
い
た
諸
地
方
で
は
、
八
〇
七

　
年
の
ル
ッ
斑
文
雷
（
国
μ
降
窃
”
U
器
固
貯
。
ず
Φ
昌
α
Q
巳
。
ぎ
り
唱
．
卜
」
①
メ
P
c
◎
P
参
照
）
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を
皮
切
り
に
、
九
世
紀
半
ば
ま
で
に
は
貸
借
文
書
が
一
筈
Φ
一
ご
ω
と
称
さ
れ
る
よ

　
う
に
な
り
、
ロ
げ
Φ
に
碧
ざ
p
o
ヨ
ぎ
Φ
等
の
文
言
の
使
用
が
定
着
し
た
（
》
巳
お
。
一
零

　
竃
〇
三
霞
巴
甲
卜
翻
§
§
ミ
、
§
隔
塁
岩
垣
9
。
。
甲
。
。
。
。
’
）
。

㊧
　
O
U
＞
日
＼
卜
。
も
ワ
α
①
一
よ
ω
．
の
用
益
権
に
関
す
る
書
式
一
覧
参
照
。

⑳
．
○
∪
〉
①
。
。
も
」
。
。
0
・
キ
ウ
ジ
の
書
記
は
八
五
九
年
（
O
u
＞
犀
O
）
、
借
主
本
入

　
な
い
し
そ
の
従
属
者
に
よ
る
居
住
と
い
う
仕
方
で
、
借
主
に
居
住
責
任
を
負
わ
せ

　
る
書
式
を
導
入
し
、
八
八
三
年
（
○
∪
〉
旨
蒔
）
に
は
、
借
主
に
よ
る
労
働
使
役

　
を
規
定
す
る
書
式
を
導
入
し
た
（
O
σ
〉
日
＼
悼
も
℃
．
0
曾
よ
ω
9
参
照
）
。

璽
　
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
罰
則
規
定
は
基
本
的
に
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
期
の
定
式
を
継
承
し

　
た
。
文
書
の
二
部
作
成
に
つ
い
て
は
、
O
U
》
同
同
H
＼
卜
。
も
や
α
①
c
。
－
謡
．
の
嘗
式
一

　
覧
参
照
。
修
道
院
に
は
原
本
が
二
通
と
も
伝
来
す
る
九
世
紀
の
借
地
契
約
が
二
組

　
あ
る
が
（
O
U
＞
「
O
Q
①
　
一
ト
o
O
　
　
　
　
　
り
）
、
い
ず
れ
も
些
細
な
綴
り
の
相
違
を
除
け
ば
文
面
は

　
同
一
で
あ
る
。
な
お
O
U
》
o
。
¢
は
文
書
が
一
通
の
み
作
成
さ
れ
た
片
務
契
約
で

　
あ
る
。

⑳
O
U
＞
δ
N
δ
ω
Ψ
δ
♪
δ
刈
し
＝
「
＝
蒔
■
こ
の
ほ
か
、
O
U
鎗
。
。
r
δ
9
δ
ρ

　
一
〇
メ
一
①
P
嵩
ω
五
爵
し
謡
9
参
照
。

⑳
　
本
章
註
⑳
参
照
。

⑳
b
。
§
嵩
§
畿
驚
こ
織
§
ぎ
籍
§
翫
§
ミ
鉢
ミ
葺
H
b
8
舜
象
q
評
㎝
盤
詑

　
》
【
Φ
N
N
o
一
Q
。
り
P
”
．
b
⊃
ω
も
．
ω
①
．
寮
8
莚
噺
▼
O
ミ
晋
ミ
馬
辱
ミ
鈎
画
9
r
や
ミ
ヨ
．
お
一
．

　
も
参
照
。
南
ト
ス
カ
ー
ナ
で
は
、
書
記
は
o
o
口
く
魯
冨
貧
困
で
な
く
、
一
貫
し
て

　
。
8
＜
Φ
⇒
①
韓
冨
を
使
用
し
て
い
る
。
0
8
く
窪
Φ
巨
す
か
ら
o
o
肖
く
①
巳
Φ
糞
賦
へ
の
綴

　
り
の
変
更
は
、
正
確
な
文
法
や
正
字
法
を
重
視
す
る
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
意
向
に
よ

　
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑫
　
例
え
ば
、
く
■
閃
自
B
山
α
q
鋤
戸
誤
、
ミ
馬
長
駐
ミ
醤
ミ
ぎ
N
貯
鷺
§
謡
鼻
」
綻
8
翻
輿
免

　
千
日
。
昌
き
一
⑩
♂
も
サ
G
。
P
鼠
邸
申
○
鶏
⑦
a
甲
q
ロ
。
霧
。
冨
a
8
一
母
①
o
搾
も
．
c
。
c
◎
．

⑳
　
現
物
貢
租
や
貨
幣
貢
租
と
の
組
み
合
わ
せ
で
は
な
く
、
賦
役
労
働
の
み
の
履
行

　
と
い
う
負
担
の
在
り
方
は
、
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
に
独
自
の
形
態
で
あ
る
（
じ
u
．

　
＞
a
お
。
一
貫
ピ
．
①
〈
o
ご
臥
8
Φ
縣
臥
窟
三
〇
9
8
一
片
幕
嵩
曽
日
。
ω
o
寒
飴
山
9
ω
8
0
嵩

　
≦
H
甲
×
堕
◎
§
§
軌
寒
§
§
画
一
①
（
一
㊤
。
。
ω
）
も
・
お
）
。

⑭
　
三
週
毎
に
一
週
（
お
よ
び
週
二
日
）
の
賦
役
は
キ
ウ
ジ
地
方
と
シ
エ
ナ
地
方
で

　
確
認
さ
れ
、
四
週
毎
に
一
週
（
お
よ
び
月
一
週
）
の
賦
役
は
ト
ゥ
ス
カ
ニ
ア
地
方

　
と
ソ
ヴ
ァ
ナ
地
方
に
見
ら
れ
る
。

⑮
　
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
雪
σ
q
帥
「
㌶
と
。
唱
①
田
の
用
法
に
つ

　
い
て
は
、
ゆ
・
〉
⇒
降
①
9
拝
O
o
受
胎
＃
時
餌
α
q
鎚
嵩
ω
℃
醇
嵩
0
9
0
臥
9
目
①
に
四
ゼ
儒
。
・

　
o
冨
ω
鼠
山
Φ
沖
ω
Φ
8
ロ
＜
日
㊦
H
×
w
恥
ミ
ミ
§
笥
§
識
一
一
㊤
（
一
⑩
刈
○
。
）
り
箸
」
器
よ
幽
．

　
参
照
。
一
般
に
、
ア
ル
プ
ス
以
北
や
イ
タ
リ
ア
北
西
部
で
の
用
法
と
は
異
な
り
、

　
こ
こ
で
の
貰
α
q
勉
凱
弾
は
運
搬
賦
役
で
は
な
く
農
耕
賦
役
を
指
す
と
さ
れ
る
（
城
戸

　
「
農
地
契
約
」
前
掲
論
文
、
　
一
四
五
頁
）
。
ア
ミ
ア
ー
タ
文
書
で
は
、
o
p
σ
q
費
置

　
は
運
搬
賦
役
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
た
上
に
（
O
u
》
一
P
卜
。
O
）
、
通
例
は
賦
役
履

　
行
場
所
が
指
定
さ
れ
（
本
章
註
⑪
参
照
）
、
ま
た
手
賦
役
（
碧
α
Q
煙
感
ヨ
き
β
巴
①
”

　
O
U
＞
①
♪
①
伊
①
。
。
層
。
。
訓
。
。
G
。
讐
一
〇
膳
’
一
憲
曽
窓
。
。
讐
窃
ρ
嵩
P
δ
0
）
、
あ
る
い
は
手

　
と
中
の
組
合
せ
に
よ
る
賦
役
と
い
う
具
合
に
（
窪
ヨ
げ
。
窪
く
色
白
碧
養
す
O
U
＞

　
一
ρ
b
。
ρ
謡
）
、
し
ば
し
ば
賦
役
形
態
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

　
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
鶏
α
q
帥
「
貯
を
、
広
く
農
作
業
に
関
わ
る
賦
役
と
し
て
お
く
。

⑳
借
主
が
賦
役
と
貢
租
の
双
方
を
負
う
場
合
、
賦
役
の
内
容
が
九
世
紀
に

　
き
α
q
ゆ
H
冨
（
O
U
＞
卜
⊃
）
か
ら
。
℃
Φ
鑓
（
O
U
＞
一
一
ρ
置
メ
ま
ρ
δ
⑩
）
へ
と
転
換

　
し
た
。

⑳
冨
諺
δ
の
代
わ
り
に
8
誹
霧
を
用
い
る
場
合
も
あ
る
（
O
U
＞
お
ρ
冨
メ

　
一
ω
伊
鼠
ρ
一
濠
弘
ミ
▼
ζ
一
）
。

⑳
た
だ
し
O
U
＞
6
で
は
農
民
経
営
単
位
の
二
分
の
一
を
対
象
と
し
て
い
る
。

　
o
霧
固
簿
お
し
・
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
ア
ル
プ
ス
以
北
の
マ
ン
ス
ス
の
よ
う
な
、
ま

　
と
ま
り
の
あ
る
経
営
体
で
は
必
ず
し
も
な
い
点
を
含
め
て
、
O
．
≦
ざ
写
曽
β
§
偽
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さ
n
§
ミ
馬
韓
§
軋
熱
恥
Ω
聲
§
馬
寒
防
ミ
轟
翻
意
§
註
昌
跨
§
隷
偽
肉
ミ
奪
菱
馬

　
出
藍
勲
O
嫁
。
誌
6
。
。
。
。
曽
唱
掌
蛇
－
卜
」
。
。
”
P
ω
ゲ
ω
㎝
．
参
照
。
O
σ
〉
ヨ
＼
卜
。
”
℃
唱
■

　
α
月
中
。
。
．
の
従
物
香
式
一
覧
も
参
照
。

⑲
　
た
だ
し
O
U
諺
。
。
は
、
借
主
の
居
住
義
務
の
み
を
定
め
て
い
る
。

⑳
O
U
＞
同
ρ
鱒
ρ
鐸
エ
ク
セ
ル
キ
タ
ー
り
ス
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
国
家
植
民
」

　
参
照
。

⑪
　
こ
の
文
書
（
O
U
＞
①
刈
）
に
関
し
て
は
、
O
差
等
鼠
▼
ω
貯
柴
ε
器
巨
一
霞
ユ
9
∬

　
署
．
ざ
で
O
野
参
照
。

⑫
O
U
＞
O
《
①
♪
①
ρ
①
。
。
凝
鮒
刈
ρ
c
。
一
．

⑬
　
O
U
》
0
♪
忠
－
象
気
ど
。
。
一
■

⑭
O
U
＞
誌
（
画
．
刈
刈
膳
）
曽
。
。
心
る
ρ
㎝
ρ
α
。
。
響
①
ρ
①
卜
。
る
①
為
《
。
。
メ
緯
」
O
鮒

　
一
〇
9
一
一
。
。
▼
＝
⑩
（
p
c
。
ω
⑩
）
レ
α
料
（
卑
Q
。
刈
し
。
）
■

⑮
O
U
》
①
伊

⑯
　
O
O
》
罐
一
①
野
刈
押
。
。
一
■
こ
の
う
ち
O
U
》
罐
で
は
、
週
～
日
と
週
二
日
の
賦

　
役
を
交
互
に
行
う
（
し
た
が
っ
て
全
労
働
日
の
四
分
の
一
）
取
り
決
め
が
な
さ
れ

　
て
い
る
。

⑰
　
O
U
＞
①
。
。
』
○
。
り
。
。
ω
．

魯
　
本
稿
七
七
頁
参
照
。
こ
こ
で
は
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
文
書
の
「
成
立
」
と
併
せ
、
短
期

　
間
で
の
賦
役
量
均
一
化
が
王
権
の
関
与
の
も
と
に
実
現
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し

　
て
お
き
た
い
刃

⑲
0
∪
諺
。
。
9
巳
ρ
本
章
註
⑳
参
照
。

⑩
　
O
O
＞
。
。
N
c
。
①
仏
8
Ψ
一
二
忌
明
。
ρ
H
鐸
レ
悼
ρ
6
G
。
曽
該
ピ

⑪
　
O
U
＞
o
。
ρ
一
〇
♪
一
一
Q
。
」
竃
曽
お
一
L
卜
。
c
。
し
ω
ρ
お
ρ
竃
ρ
竃
。
。
り
δ
9
6
メ

　
霞
Q
。
”
脇
⑩
■
そ
の
場
合
、
た
と
え
ば
八
…
九
年
の
文
書
で
、
．
．
ぎ
8
ぽ
鐸
自
貯
帥

　
ω
雪
o
g
ω
ω
［
①
冨
葛
。
・
ぎ
9
｝
Φ
＜
Φ
＝
ロ
Φ
冨
唱
Φ
三
二
息
鋤
．
．
（
O
］
）
＞
Q
o
ω
－
℃
■
回
①
G
◎
）

　
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
以
後
、
特
定
の
場
所
が
賦
役
履
行
地
と
し
て
明
記
さ

　
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
1
期
に
は
賦
役
場
所
の
指
定
さ
れ
な
い

　
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
（
O
U
＞
γ
N
ま
）
、
賦
役
履
行
地
へ
の
言
及
が
一
般
化

　
し
た
n
期
に
も
、
特
定
の
場
所
で
は
な
く
、
、
、
げ
｛
ぎ
ま
器
↓
房
。
舞
①
嵩
Φ
．
、

　
（
O
同
）
〉
①
膳
▼
①
α
”
“
ω
）
の
よ
う
に
、
履
行
範
囲
を
指
示
す
る
例
が
目
立
っ
て
い

　
た
の
で
あ
る
。

⑭
　
○
∪
》
O
P
お
。
。
》
一
一
N
ご
G
。
し
ト
。
ρ
一
ω
9
一
ω
メ
辰
ρ
一
爵
レ
澱
▼
峯
ρ
δ
O
．

⑬
　
O
U
》
謡
一
一
一
P
た
だ
し
契
約
更
新
の
さ
い
に
賦
役
塁
が
増
加
す
る
事
例
も
あ

　
る
（
Ω
）
〉
①
q
し
ω
⑩
）
。

⑭
　
八
二
　
年
か
ら
八
八
一
年
に
か
け
て
設
定
さ
れ
た
こ
の
種
の
契
約
三
二
件
中
、

　
裁
判
権
規
定
の
欠
如
す
る
契
約
は
五
件
に
す
ぎ
な
い
（
O
u
＞
Φ
P
一
〇
。
。
一
一
ト
。
ω
り

　
巳
り
－
窓
O
）
。

㊥
　
O
U
諺
。
。
P
り
。
。
－
一
〇
ρ
一
8
▼
一
〇
メ
一
一
8
一
謡
曽
一
昏
。
刈
．

趣
　
O
u
＞
δ
の
借
主
で
あ
る
司
祭
ζ
巴
磐
。
は
、
O
u
》
一
〇
膳
で
貸
主
と
な
っ
て

　
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
り
ベ
ラ
リ
ウ
ス
の
用
益
す
る
土
地
を
貸
与
し
、
併
せ
て
当

　
該
リ
ベ
ラ
リ
ウ
ス
へ
の
賦
課
収
取
権
を
賦
与
し
た
り
（
O
U
＞
一
〇
メ
団
㎝
）
、
修

　
道
院
側
が
借
主
と
な
る
事
例
す
ら
み
ら
れ
る
（
O
U
》
Q
Q
Φ
甲
一
一
刈
）
。

⑰
O
U
＞
ヌ
封
憲
メ
δ
ど

噛
　
O
U
＞
o
◎
P
一
〇
ρ
一
〇
メ
＝
一
Ψ
一
一
メ
罵
言
這
メ

⑲
O
O
＞
冨
ρ
お
メ
竃
ρ
H
嚢
’
本
章
註
⑳
参
照
。

⑳
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
、
国
b
d
o
篇
σ
Q
碧
9
＞
o
房
ω
℃
ユ
蒜
ω
雲

　
冨
諺
｛
9
ω
冨
［
同
ぎ
8
冨
信
諸
雪
同
邑
δ
8
導
「
9
ω
Φ
艮
Φ
口
鼠
。
ロ
巴
①
（
＜
田
。
－
×
⇔

　
ω
δ
9
①
）
乱
蔭
W
冤
隷
二
一
（
6
ゆ
㊤
）
も
や
綬
甲
O
c
。
．
参
照
。

⑪
　
O
U
＞
一
9
》
δ
ω
一
一
①
メ
唱
♪
ミ
刈
曽
ミ
。
。
レ
。
◎
一
レ
Q
。
画
一
〇
一
し
⑩
α
一
一
Φ
メ

⑫
　
O
U
＞
一
①
押
一
①
伊
一
①
P
ミ
ω
レ
リ
ω
噌
6
♪
一
り
①
．

⑬
　
O
U
＞
一
9
レ
お
し
O
ω
9

⑧
　
O
u
》
一
。
。
c
。
曽
一
¢
し
。
w
お
♪
一
⑩
①
．
本
章
註
⑳
参
照
。
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⑮
　
O
U
》
島
守
一
ζ
ピ

⑯
　
ト
ゥ
ス
カ
ニ
ア
地
方
や
ソ
ヴ
ァ
ナ
地
方
で
は
、
一
般
に
子
あ
る
い
は
孫
の
代
ま

　
で
の
用
益
権
の
相
続
を
同
一
の
契
約
条
件
で
認
め
る
こ
と
を
記
し
た
相
続
規
定
を

　
設
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
○
∪
》
①
9
唱
．
お
ρ
、
”
卑
ω
陣
速
了
冴
け
巴
巴
首
ω
p

　
o
凱
ぎ
＆
o
器
お
ω
a
臼
Φ
げ
。
ぎ
Φ
臥
鼻
【
㊦
ω
a
㊦
p
簿
ω
一
匹
①
召
。
・
鋤
。
器
9
Φ
×
埠
Φ

　
σ
o
冨
賃
ヨ
r
ε
犀
簿
§
8
①
鼠
酔
Φ
傷
Φ
o
ヨ
器
計
ヨ
。
ぴ
一
一
㊦
倶
簿
紆
魯
一
σ
o
冨
①
嵩
9
．
、

　
一
方
、
キ
ウ
ジ
地
方
で
は
、
本
文
中
に
借
主
本
人
と
な
ら
ん
で
そ
の
．
、
（
げ
）
㊤
①
・

　
蝕
ω
、
、
・
．
臨
島
冨
蝶
（
げ
）
o
話
注
ω
・
、
．
、
｛
濠
冨
｛
陣
ロ
。
毎
ヨ
ー
．
が
併
記
さ
れ
て
お
り
、
用
益
権

　
の
相
続
が
自
明
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

⑰
単
一
な
い
し
複
数
の
＄
自
象
H
Φ
ω
を
対
象
と
す
る
契
約
七
七
件
中
、
居
住
規

　
定
を
伴
わ
な
い
契
約
は
四
件
に
す
ぎ
な
い
（
O
H
）
〉
鳥
㎝
’
H
一
一
り
一
吋
邨
巳
一
①
㎝
）
。

90　（740）

三
　
罰
則
規
定
の
重
み

　
南
ト
ス
カ
ー
ナ
で
作
成
さ
れ
た
八
・
九
世
紀
の
土
地
貸
借
文
書
は
、
当
事
者
双
方
の
合
意
に
基
づ
く
双
務
契
約
と
し
て
の
性
格
を
保
持
し
た
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
身
分
的
に
は
自
由
で
あ
る
保
有
農
民
が
、
か
か
る
文
書
を
媒
介
と
し
て
一
律
に
重
い
賦
役
を
課
せ
ら
れ
、
の
ち
に
は

「
領
主
裁
判
権
」
の
も
と
に
服
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
考
慮
す
る
と
き
、
領
主
が
農
民
に
対
す
る
搾
取
と
支
配
を
実
現
す
る
た
め
の

法
的
手
段
と
し
て
、
こ
の
文
書
を
利
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
が
有
力
と
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
こ
の
章
で
は
、
契
約
当
事
者
双
方

の
対
等
な
法
関
係
を
体
現
す
る
罰
則
規
定
の
検
討
を
通
し
て
、
こ
の
問
題
に
解
答
を
与
え
た
い
。
す
な
わ
ち
、
貸
与
主
に
よ
る
不
当
な
権
利
行

使
の
禁
止
を
含
む
こ
の
規
定
が
、
領
主
の
恣
意
的
な
搾
取
・
支
配
を
抑
制
す
る
だ
け
の
実
効
性
を
有
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
こ
れ
が
、

義
務
・
負
担
の
履
行
を
渋
る
借
主
に
、
動
産
の
引
渡
し
と
所
定
額
の
罰
金
納
付
を
強
制
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
領
主
支
配
の
強
化
と
い
う
方
向

に
作
用
し
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
領
主
裁
判
権
」
規
定
の
導
入
さ
れ
た
皿
期
以
降
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
観
点
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ら
の
考
察
が
必
要
と
さ
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
検
討
対
象
の
時
期
を
1
期
と
H
期
に
限
定
す
る
。

　
ま
ず
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
期
か
ら
み
て
い
く
。
こ
の
時
期
に
は
借
主
の
負
っ
た
負
担
の
種
類
と
量
に
関
し
て
、
請
け
戻
し
契
約
と
そ
れ
以
外
の
契

約
と
の
問
に
歴
然
と
し
た
格
差
が
認
め
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
格
差
は
罰
則
規
定
に
も
見
出
さ
れ

る
。
前
章
で
も
引
用
し
た
、
グ
ン
テ
フ
リ
ッ
ド
を
貸
主
と
す
る
三
通
の
借
地
契
約
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
父
か
ら
用
益
権
を
相
続
し
て
七
七



八・九世紀トスカーナ地方南部の土地貸借文書（西村）

二
年
に
貸
借
契
約
を
取
り
交
わ
し
た
ア
ウ
デ
ラ
ッ
ド
と
、
同
じ
七
七
二
年
に
新
た
に
貸
借
関
係
に
入
っ
た
テ
ウ
デ
ィ
ペ
ル
ト
は
、
自
身
が
契
約

違
反
を
犯
し
た
場
合
、
グ
ン
テ
フ
リ
ッ
ド
に
罰
金
と
し
て
二
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を
支
払
い
、
さ
ら
に
動
産
を
す
べ
て
住
居
に
残
し
て
退
去
す
る
約

束
を
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
か
つ
て
土
地
所
有
者
で
あ
っ
た
ボ
ヌ
ル
ス
に
つ
い
て
は
、
罰
金
が
半
額
の
一
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
に
設
定
さ
れ
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
息
子
に
限
っ
て
は
、
退
去
に
さ
い
し
て
全
動
産
の
取
得
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
問
題
は
、
借
主
に
と
っ
て
こ
の
罰
金
額
が
支
払
い
能
力
の
範
囲
内
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
八
世
紀
の
南
ト
ス
カ
ー
ナ
で
は
、
農
民
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

営
単
位
の
標
準
的
な
売
価
は
三
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
で
あ
っ
た
か
ら
、
自
身
の
家
屋
と
そ
の
付
属
財
産
を
売
却
し
て
そ
の
代
価
を
手
に
し
た
者
に
と

っ
て
は
、
一
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
と
い
う
罰
金
額
は
支
払
い
不
可
能
な
額
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
世
襲
的
に
用
益
権
を
保
持
す
る
自
由

人
や
、
売
却
す
べ
き
自
己
の
財
産
を
持
た
ず
し
て
新
た
に
経
営
単
位
を
賦
与
さ
れ
た
自
由
人
に
と
っ
て
、
罰
金
二
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
納
付
は
き

わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
で
は
、
他
人
の
所
有
す
る
家
屋
に
居
住
す
る
自
由
人
に
つ
い
て
、
入
居
時

に
自
身
お
よ
び
そ
の
配
偶
者
の
保
持
し
て
い
た
動
産
を
除
き
、
労
働
の
成
果
と
し
て
本
人
が
蓄
積
し
た
あ
ら
ゆ
る
動
産
・
不
動
産
が
貸
主
の
所

　
　
　
　
　
　
　
　
④

有
に
帰
せ
ら
れ
る
以
上
、
借
主
が
罰
金
を
支
払
う
こ
と
は
、
契
約
設
定
の
段
階
で
あ
る
程
度
の
動
産
を
有
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
ま
ず
不
可
能

で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
期
の
借
地
契
約
で
は
、
借
主
が
か
つ
て
土
地
所
有
者
で
あ
っ
た
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
の
間
に
、
負
担
内

容
と
罰
則
規
定
の
双
方
に
お
い
て
、
条
件
面
で
相
当
の
格
差
が
認
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に
な
る
と
、
負
握
の
均
一
化
と
益
回

し
て
、
罰
則
の
条
件
に
お
い
て
も
格
差
の
解
消
が
進
行
す
る
。
九
世
紀
初
頭
の
借
地
契
約
で
は
、
二
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
か
ら
八
○
ソ
リ
ド
ゥ
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

範
囲
内
で
罰
金
額
が
設
定
さ
れ
た
が
、
前
述
の
二
種
類
の
契
約
の
問
に
も
は
や
罰
金
額
の
相
違
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
借
主

が
退
去
の
さ
い
に
確
保
し
た
動
産
取
り
分
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
八
○
八
年
に
エ
ル
ミ
ン
ペ
ル
ト
ゥ
ス
と
グ
ラ
ソ
の
間
で
取

り
決
め
ら
れ
た
請
け
戻
し
契
約
に
お
い
て
、
借
主
の
グ
ラ
ソ
は
契
約
違
反
を
犯
し
た
場
合
、
動
産
の
二
分
の
一
を
保
持
す
る
権
利
を
認
め
ら
れ

⑥た
。
し
か
し
、
こ
の
事
例
を
除
く
九
世
紀
前
半
の
借
地
契
約
に
お
い
て
は
、
借
地
人
が
か
つ
て
土
地
所
有
者
で
あ
っ
た
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、

91 （741）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

本
人
に
帰
属
す
る
動
産
を
す
べ
て
放
棄
す
る
か
た
ち
で
の
退
去
義
務
が
一
般
化
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
も
な
お
、
自
己
の
土
地
財
産
を
売
却
し
た
自
由
人
は
、
そ
の
代
価
を
受
領
し
た
が
ゆ
え
に
、
他
の
保
有
農
民
に
比
し
て
優
位
な
立
場

に
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
九
世
紀
初
頭
の
南
ト
ス
カ
ー
ナ
で
は
、
家
屋
一
軒
と
そ
れ
に
附
属
す
る
土
地
財
産
の
価
格
は
二
〇
ソ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ド
ゥ
ス
か
ら
一
〇
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
間
で
設
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
二
〇
な
い
し
八
○
ソ
リ
ド
ゥ
ス
と
い
う
罰
金
額
は
、
代
価
を
手
に
し
た
自

由
入
に
と
り
、
論
理
的
に
は
支
払
い
可
能
な
額
で
あ
っ
た
。
実
際
に
、
た
と
え
ば
ω
覧
嵐
。
＄
讐
B
o
に
居
住
す
る
兄
弟
ア
マ
ー
ト
、
ス
シ
ン

ヌ
、
サ
ン
ト
ゥ
ー
ル
は
八
〇
六
年
八
月
に
全
財
産
を
モ
ン
テ
・
ア
ミ
ア
ー
タ
修
道
院
に
売
却
し
、
そ
の
代
価
と
し
て
六
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を
受
け

取
っ
て
い
た
が
、
三
人
の
兄
弟
は
八
＝
年
八
月
に
修
道
院
長
サ
バ
テ
ィ
ヌ
ス
と
の
間
で
借
地
契
約
を
取
り
結
び
、
そ
こ
で
違
約
金
と
し
て
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

○
ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
支
払
い
を
約
束
し
た
。
同
じ
く
、
ソ
ヴ
ァ
ナ
地
方
の
国
ぎ
。
に
居
住
す
る
ヨ
ル
ダ
ン
ニ
は
、
八
〇
六
年
四
月
に
五
〇
ソ
リ

ド
ゥ
ス
の
価
格
で
全
財
産
を
修
道
院
に
売
却
し
て
い
た
が
、
八
一
八
年
八
月
に
彼
の
二
人
の
息
子
が
修
道
院
長
ア
ウ
ド
ゥ
ア
ル
ド
ゥ
ス
と
貸
借

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

文
書
を
作
成
し
た
と
き
、
二
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
罰
金
額
を
設
定
し
た
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
み
る
以
上
、
借
地
契
約
で
定
め
ら
れ
た
罰
金
額
は
当

該
財
産
の
売
価
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
自
己
の
家
屋
と
そ
の
附
属
財
産
を
売
却
し
た
人
物
は
、
賠
償
能

力
を
有
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
先
述
の
事
例
に
お
い
て
、
売
買
契
約
の
成
立
と
貸
借
契
約
設
定
と
の
問
に
、
そ
れ
ぞ
れ
五
年
お
よ
び
一
二
年
と
い
う
時
間
的
懸
隔
の

あ
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時
間
の
経
過
は
、
経
済
的
貧
困
の
た
め
に
動
産
を
減
少
さ
せ
る
か
喪
失
す
る
危
険
を
、
借
主
側
に
発

生
さ
せ
る
原
因
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
L
・
フ
ェ
レ
ー
ル
は
、
イ
タ
リ
ア
中
部
の
フ
ァ
ル
フ
ァ
修
道
院
や
サ
ン
・
ク
レ
メ
ン
テ
・
デ
ィ
・
カ
サ

ウ
リ
ア
修
道
院
に
伝
来
す
る
九
世
紀
の
プ
レ
カ
リ
ア
に
関
す
る
類
型
論
を
展
開
す
る
申
で
、
土
地
財
産
を
売
却
し
た
人
物
が
一
定
期
間
を
経
た

後
に
、
プ
レ
カ
リ
ア
を
通
し
て
そ
の
財
産
を
請
け
戻
す
場
合
、
売
却
が
売
主
の
貧
困
化
に
よ
る
や
む
を
得
ざ
る
措
置
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

つ
く
土
地
の
請
け
戻
し
が
旧
所
有
者
の
社
会
的
没
落
を
決
定
づ
け
る
法
行
為
で
あ
り
え
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
モ
ン
テ
・
ア
ミ
ア
ー
タ
修
道
院
の
土
地
貸
借
文
書
か
ら
は
、
こ
れ
と
同
じ
道
筋
を
明
確
に
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
財
産
の
有
償
譲
渡
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と
そ
の
請
け
戻
し
が
貧
困
を
動
機
の
～
つ
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
手
が
か
り
は
あ
る
。
前
述
の
ヨ
ル
ダ
ン
ニ
の
場
合
を
例
に
と
る
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ば
、
彼
は
全
財
産
の
売
却
に
先
立
ち
、
す
で
に
七
九
一
年
に
は
修
道
院
に
土
地
財
産
の
｝
部
を
八
ソ
リ
ド
ゥ
ス
で
売
却
し
て
い
た
。
こ
の
事
実

は
、
経
済
的
貧
困
の
た
め
に
相
当
額
の
貨
幣
取
得
を
迫
ら
れ
た
ヨ
ル
ダ
ン
ニ
が
、
修
道
院
に
所
有
地
の
売
却
を
繰
り
返
し
行
い
、
つ
い
に
は
全

財
産
の
売
却
に
い
た
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
全
財
産
の
売
却
か
ら
一
二
年
を
経
て
、
当
該
財
産
の
買
い
戻
し
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
確

と
な
る
に
お
よ
ん
で
、
ヨ
ル
ダ
ン
ニ
の
息
子
た
ち
は
、
四
週
ご
と
に
　
週
と
い
う
賦
役
労
働
の
履
行
と
、
お
よ
そ
支
払
う
こ
と
の
不
可
能
な
罰

金
額
を
設
定
し
た
罰
馴
規
定
を
受
け
入
れ
て
ま
で
も
、
当
該
財
産
の
用
益
権
を
確
保
す
る
た
め
に
貸
借
契
約
を
取
り
交
わ
し
た
と
想
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
借
地
人
と
な
っ
た
自
由
人
が
契
約
に
違
反
し
た
場
合
、
貸
与
主
は
実
際
に
い
か
な
る
措
置
を
と
っ
た
の
か
。

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
バ
ネ
ロ
に
よ
れ
ば
、
住
居
を
放
棄
し
た
り
賦
役
労
働
の
履
行
を
拒
否
す
る
農
民
は
、
罰
則
に
定
め
ら
れ
た
動
産
放
棄
と
賠

償
金
支
払
い
に
よ
っ
て
、
契
約
関
係
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
か
り
に
所
定
の
罰
金
を
納
付
し
得
な
い
場
合
で
も
、
実
際
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

動
産
を
差
押
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
ま
た
ア
ン
ド
レ
オ
ッ
リ
は
、
罰
則
規
定
が
実
質
的
な
機
能
を
有
し
て
い
た
と
考
え
て
は
お
ら
ず
、

い
ず
れ
の
側
が
契
約
違
反
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
文
書
に
定
め
ら
れ
た
契
約
関
係
が
維
持
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
主
張

　
　
　
⑭

し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
モ
ン
テ
・
ア
ミ
ア
ー
タ
修
道
院
に
は
、
罰
金
の
支
払
い
能
力
を
も
た
な
い
自
由
人
が
、
以
上
の
想
定
と
は
異
な
る
処
遇
を
受
け
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

こ
と
を
示
す
文
書
が
あ
る
。
八
○
八
年
四
月
に
ト
ゥ
ス
カ
ニ
ア
で
モ
リ
ア
ー
ノ
が
修
道
院
に
宛
て
て
作
成
し
た
約
定
書
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
モ
リ
ア
ー
ノ
は
あ
る
土
地
財
産
に
つ
い
て
修
道
院
と
契
約
書
を
取
り
交
わ
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
契
約
に
違
反
し
て
ト
ゥ
ス
カ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ア
に
移
住
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
地
の
修
道
院
財
産
を
統
括
し
て
い
た
窟
器
℃
。
。
。
一
嘗
ω
の
ド
ム
ヌ
ー
ル
は
、
「
弁
護
人
乏
く
。
。
舞
器
」
マ
ウ
リ
！

ヌ
を
伴
い
つ
つ
、
「
そ
の
文
書
を
携
え
て
暮
9
窪
ヨ
甘
讐
。
。
9
冥
丘
モ
リ
ア
！
ノ
の
も
と
を
訪
れ
た
。
そ
し
て
「
ス
ク
ル
ダ
ヒ
ス
た
る
ラ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ナ
ル
ド
の
立
会
い
の
も
と
箕
①
ω
Φ
ロ
岳
ω
囲
p
魯
虹
鱒
傷
。
ω
8
輪
島
ω
」
、
「
そ
れ
ら
の
文
書
を
通
し
て
我
々
が
な
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
コ
ン
ヴ
ェ
ネ
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ン
テ
ィ
ア
に
従
っ
て
、
修
道
院
側
に
賠
償
す
る
よ
う
癖
ω
Φ
o
自
脅
ヨ
8
ω
欝
0
8
＜
Φ
器
黛
ず
ρ
胃
o
q
ゆ
0
3
増
訂
げ
①
げ
p
日
蕊
℃
臼
帯
ω
一
ω
o
嵩
℃
戸

。
○
巷
。
器
お
幾
竃
屋
目
。
墨
ω
曾
Φ
臣
」
要
求
し
た
。
し
か
し
モ
リ
ア
！
ノ
は
罰
金
八
○
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、

修
道
院
に
「
生
涯
に
わ
た
り
毎
日
奉
仕
餌
Φ
ω
畦
間
お
…
。
蛭
類
げ
島
ら
一
Φ
葛
ω
く
一
8
鑓
⑦
㊦
」
し
、
「
昼
と
な
く
夜
と
な
く
、
ど
こ
で
あ
れ
蝕
Φ
昌
0
9

ε
ρ
器
毎
こ
ぼ
」
修
道
院
の
命
令
に
従
う
旨
を
約
束
し
た
。
そ
し
て
修
道
院
の
命
令
を
実
行
し
な
い
か
逃
亡
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、

「
汝
ら
は
私
を
捕
え
、
鉄
鎖
で
縛
っ
て
足
枷
を
は
め
、
い
か
な
る
暴
力
に
も
訴
え
ず
し
て
罰
を
下
し
、
そ
の
上
で
生
涯
に
わ
た
っ
て
奉
仕
す
る

よ
う
私
を
そ
の
修
道
院
に
呼
び
戻
す
ヨ
Φ
箕
二
号
お
Φ
二
一
σ
q
鶏
①
冒
｛
①
旨
P
ぎ
9
題
。
巨
什
臼
Φ
町
民
ω
9
づ
一
言
舘
①
Φ
×
9
0
ヨ
⇔
Φ
。
巴
悪
澄
巳
9
Φ
二
口

甘
ω
償
ヨ
。
暴
。
。
け
Φ
H
ご
話
く
。
S
H
Φ
巴
ω
濡
鼠
魯
曾
臼
器
ρ
奉
鉄
Φ
喜
。
。
＜
一
8
臼
Φ
①
」
権
限
を
修
道
院
に
認
め
た
の
で
あ
る
。

　
自
ら
の
契
約
違
反
行
為
に
科
せ
ら
れ
た
罰
金
を
支
払
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
モ
リ
ア
ー
ノ
の
運
命
は
、
き
わ
め
て
過
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
。

負
債
を
貨
幣
で
返
済
す
る
代
わ
り
に
、
債
権
者
の
命
令
に
従
っ
て
奉
仕
す
る
と
い
う
生
涯
の
労
役
を
負
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
契
約

に
再
度
違
反
し
た
場
合
に
は
、
直
接
の
暴
力
行
為
は
受
け
な
い
と
い
う
留
保
を
付
し
な
が
ら
も
、
肉
体
的
制
裁
に
服
す
る
こ
と
を
、
書
面
を
も

っ
て
自
ら
約
束
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
文
書
が
ア
ミ
ア
ー
タ
修
道
院
に
お
い
て
こ
れ
以
外
伝
来
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
れ

ほ
ど
苛
烈
な
運
命
を
辿
っ
た
自
由
人
は
多
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
違
約
者
に
対
し
て
罰
馴
規
定
を
厳
格
に
適
用
し
た
結
果
、
貸

与
主
に
よ
る
人
身
的
支
配
を
認
め
さ
せ
る
文
書
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
ば
か
り
か
契
約
違
反
を
繰
り
返
す
借
地
人
に
は
、
実
質
的
に
奴
隷
と
し
て

の
境
遇
を
甘
受
さ
せ
る
規
定
が
現
実
に
な
さ
れ
た
以
上
、
借
地
人
は
書
面
を
も
っ
て
設
定
さ
れ
た
罰
則
に
つ
ね
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
本
来
は
安
定
し
た
土
地
用
益
を
借
主
に
保
証
す
る
は
ず
の
世
襲
借
地
契
約
は
、
賠
償
能
力
の
な
い
農
民
に
と
っ
て
は
、
む

し
ろ
領
主
へ
の
人
身
的
従
属
と
土
地
へ
の
束
縛
を
強
め
る
方
向
に
作
用
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
の
こ
と
を
窺
わ
せ
る
文
書
の
一
つ
と
し
て
、
先
に
引
用
し
た
グ
ラ
ソ
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ト
ゥ
ス
カ
ニ
ア
地
方
の
ψ
鼠
p
H
－

け
冒
。
巴
0
9
0
日
暴
8
に
立
地
す
る
全
財
産
を
エ
ル
ミ
ン
ペ
ル
ト
ゥ
ス
に
売
却
し
て
い
た
グ
ラ
ソ
は
、
こ
の
財
産
を
め
ぐ
り
、
自
身
と
そ
の
息

子
タ
ス
ロ
の
二
世
代
に
わ
た
る
借
地
契
約
を
、
エ
ル
ミ
ン
ペ
ル
ト
ゥ
ス
と
八
○
八
年
七
月
に
取
り
交
わ
し
た
。
そ
の
さ
い
に
グ
ラ
ソ
は
タ
ス
ロ
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に
つ
い
て
、
「
汝
ら
は
自
身
の
魂
の
救
済
の
た
め
に
彼
を
自
由
人
と
し
て
解
放
し
た
ρ
器
導
く
。
ω
鷺
。
讐
舘
舅
9
。
Φ
ω
p
賢
母
Φ
＜
①
ω
欝
Φ
一
皆
Φ
毎
欝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

傷
Φ
巳
ω
一
ω
口
［
鴇
畠
」
と
い
う
説
明
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
文
言
か
ら
、
グ
ラ
ソ
が
エ
ル
ミ
ン
ペ
ル
ト
ゥ
ス
の
所
有
す
る
非
自
由
身
分
の
女
性
と

の
婚
姻
を
通
し
て
世
帯
を
形
成
し
、
そ
の
後
エ
ル
ミ
ン
ペ
ル
ト
ゥ
ス
が
グ
ラ
ソ
と
そ
の
女
性
と
の
間
に
生
ま
れ
た
タ
ス
ロ
を
自
由
人
解
放
し
た

　
　
　
　
　
⑳

と
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
解
釈
が
妥
当
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
我
々
は
、
財
産
所
有
権
を
喪
失
し
た
ば
か
り
か
、
用
益
権
享
受
の
代
償
と
し

て
週
単
位
の
賦
役
労
働
を
課
せ
ら
れ
、
そ
の
う
え
貸
与
主
の
保
護
下
に
あ
る
非
自
由
人
女
性
と
の
結
婚
を
通
し
て
、
自
身
と
そ
の
子
孫
が
当
該

貸
主
の
人
身
的
従
属
下
に
置
か
れ
て
い
く
事
例
を
前
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
、
は
じ
め
に
指
摘
し
た
問
題
、
す
な
わ
ち
文
書
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
め
ぐ
る
問
題
に
立
ち
戻
ろ
う
。
　
般
に
、
ロ
ワ
ー
ル

河
以
北
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
地
域
を
研
究
対
象
と
す
る
歴
史
家
、
な
ら
び
に
「
古
典
荘
園
」
の
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
展
開
を
主
張
す
る
研
究
者
は
、

自
由
農
民
の
没
落
を
、
非
自
由
人
の
社
会
経
済
的
上
昇
と
あ
わ
せ
、
所
領
経
営
の
合
理
化
に
向
け
た
領
主
層
の
主
体
的
行
為
の
所
産
で
あ
る
と

み
な
し
て
き
た
。
そ
こ
で
理
想
と
さ
れ
た
生
産
の
担
い
手
は
、
自
立
的
な
保
有
地
経
営
を
行
い
つ
つ
、
同
時
に
領
主
直
領
地
で
労
働
力
を
提
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
保
有
農
民
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、
か
つ
て
土
地
所
有
者
で
あ
っ
た
自
由
人
を
、
生
産
性
を
損
な
う
ほ
ど
の
過
酷

な
搾
取
や
人
身
的
支
配
の
も
と
に
置
く
こ
と
は
、
領
主
に
と
っ
て
得
策
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ア
ミ
ア
ー
タ
文
書
の
検
討
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
事
実
、
す
な
わ
ち
契
約
文
書
の
世
界
に
限
ら
れ
る
と
は
い
え
、
均
…
量
の
賦
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

体
系
が
実
現
し
た
と
い
う
事
実
は
、
か
か
る
想
定
が
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
に
も
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、

モ
ン
テ
・
ア
ミ
ア
ー
タ
修
道
院
を
は
じ
め
と
す
る
こ
の
地
方
の
領
主
た
ち
は
、
土
地
財
産
の
所
有
権
を
喪
失
し
た
自
由
人
を
含
む
保
有
農
民
に

対
し
て
、
義
務
・
負
担
の
拡
大
の
み
な
ら
ず
、
奴
隷
身
分
へ
の
転
化
を
含
む
強
力
な
人
身
的
支
配
を
志
向
し
た
点
に
お
い
て
、
ロ
ワ
ー
ル
・
ラ

イ
ン
問
地
域
の
領
主
と
決
定
的
に
訣
を
分
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
こ
れ
ら
の
領
主
が
借
主
の
権
利
保
護
を
装
う
文
書
を
媒
介
と
し
て
、
領
主
支
配
を
強
化
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
貸
与
主
に
よ
る
恣
意
的
な
権
利
行
使
の
禁
止
事
項
を
含
む
罰
則
規
定
の
適
用
に
表
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
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け
で
は
な
い
。
領
主
は
公
平
な
契
約
関
係
を
保
証
す
る
か
に
み
え
る
公
権
力
の
担
い
手
を
も
巧
み
に
利
用
し
た
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
ω
．

竃
畏
紗
。
器
0
9
0
日
⇒
讐
Φ
に
居
住
す
る
領
主
ラ
キ
ペ
ル
ト
と
そ
の
兄
弟
ア
ウ
ト
が
ア
リ
ペ
ル
ト
と
の
問
で
八
一
二
年
に
作
成
し
た
貸
借
文
書

の
罰
則
規
定
か
ら
み
て
と
れ
る
。
そ
こ
で
は
当
事
者
双
方
に
つ
い
て
、
「
私
に
答
あ
る
こ
と
が
、
我
ら
が
ユ
ー
デ
ッ
ク
ス
の
前
で
我
々
の
間
で

証
拠
立
て
ら
れ
し
⇔
o
ぴ
δ
o
β
ヨ
冥
。
く
p
窪
露
営
頸
尻
［
防
蕊
9
罧
Φ
日
p
o
ω
胃
。
ω
貯
蝕
。
①
阿
り
ρ
8
儲
謬
＄
臼
Φ
ω
ω
Φ
旨
。
巳
窟
ヨ
」
場
合
に
は
、
と
い
う

　
　
　
　
　
⑬

文
言
を
も
っ
て
、
国
家
役
人
の
立
会
い
の
も
と
に
契
約
違
反
の
判
定
を
行
う
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
し
か
し
公
権
力
の
関
与
が
自
由
人
に
権

利
保
護
の
機
会
を
提
供
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
領
民
支
配
を
め
ざ
す
領
主
に
と
っ
て
の
後
ろ
盾
と
な
り
え
た
こ
と
は
、
モ
リ
ア
ー
ノ
の
例
に

見
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
九
・
一
〇
世
紀
ミ
ラ
ノ
の
サ
ン
・
タ
ン
ブ
ロ
ー
ジ
ョ
修
道
院
を
対
象
と
し
て
、
領
主
支
配
に
お
け
る
文
書
の
役
割
を
検
討
し
た
ロ
ス
・
バ
ル

ザ
レ
ッ
テ
ィ
は
、
修
道
院
が
法
廷
と
い
う
公
的
な
紛
争
解
決
の
場
を
利
用
し
て
文
書
の
改
窺
・
捏
造
を
繰
り
返
し
行
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
従
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

度
の
多
様
な
農
民
集
団
を
統
一
的
な
非
自
由
身
分
と
し
て
把
握
し
つ
つ
、
彼
ら
に
一
層
の
負
担
を
強
制
し
て
い
く
さ
ま
を
描
き
出
し
た
。
ア
ミ

ア
差
等
文
書
に
よ
る
限
り
、
南
ト
ス
カ
ー
ナ
の
領
主
た
ち
は
サ
ン
・
タ
ン
ブ
ロ
ー
ジ
ョ
修
道
院
と
は
異
な
り
、
組
織
的
な
文
書
偽
造
や
法
廷
活

動
を
展
開
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
彼
ら
は
、
客
観
的
媒
体
と
し
て
の
土
地
貸
借
文
書
や
貨
幣
、
公
権
力
の
担
い
手
を
巧
み
に
活
用
に

す
る
こ
と
よ
っ
て
、
農
民
に
対
す
る
強
力
な
法
的
、
社
会
的
統
制
と
経
済
的
搾
取
を
押
し
進
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
「
領
霊
裁
判
権
」
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
、
鳴
．
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閏
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃
琶
饅
P
ω
Φ
宅
蝕
o
o
㌶
〈
餌
－

　
8
嵩
象
℃
Φ
直
島
像
。
σ
q
旨
二
一
N
冨
。
。
戯
岩
邑
Φ
器
に
．
H
琶
貯
℃
巴
固
冨
山
亀
．
Φ
3
0
碧
9

　
ぎ
σ
Q
昼
さ
。
§
節
電
蹄
ミ
勲
§
ら
鼻
誌
（
一
〇
c
。
。
。
）
“
署
■
0
黛
－
o
。
卜
。
一
切
8
α
q
霞
9
卜
霜

　
、
豊
潤
畠
。
陣
叶
．
も
で
．
N
㎝
ω
よ
り
．
を
参
照
の
こ
と
。

②
0
∪
〉
墨
N
O
∴
．
三
①
×
①
§
器
量
亜
種
①
算
9
。
信
春
意
聖
王
貯
障
瓢
羅
。
。
亭

　
℃
Φ
臥
器
o
g
津
ヨ
霧
樽
グ
Φ
［
す
ω
巷
曾
8
起
巨
鎖
ヨ
島
く
。
げ
陣
ω
。
。
o
一
こ
。
ω
鼠
α
q
写
昌
、
、

　
O
O
＞
翫
に
関
し
て
は
本
稿
二
章
註
⑪
参
照
。

③
O
U
＞
躰
（
斜
刈
ω
①
）
り
認
（
p
刈
謹
）
”
恕
（
陣
．
刈
。
。
刈
）
．

　
ご
に
臼
N
留
感
い
①
σ
Q
①
ρ
鉾
さ
ト
馨
」
ぶ
ト
馨
卜
葛
ミ
貯
§
ミ
ミ
＆
．

　
切
ご
7
ヨ
や
諏
出
目
。
＜
㊦
H
蕊
①
Q
。
巳
唱
や
δ
癖
よ
9
0
」
ω
ω
．
農
民
に
よ
る
致
富
の
可
能

　
性
を
示
す
も
の
と
さ
れ
る
動
産
取
得
規
定
（
城
戸
前
掲
論
文
「
農
地
契
約
」
一
四

　
九
～
五
〇
頁
参
照
）
は
、
契
約
満
期
時
あ
る
い
は
用
益
権
相
続
時
に
発
生
す
る
借

　
主
の
権
利
で
あ
る
以
上
、
契
約
違
反
者
に
こ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

　
つ
た
。

⑤
八
○
○
年
か
ら
八
三
〇
年
ま
で
の
借
地
契
約
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
罰
金
額
を

　
列
挙
す
る
な
ら
ば
、
講
け
戻
し
型
の
契
約
は
、
さ
。
O
ω
o
臣
圃
（
Ω
）
＞
c
。
一
”
c
。
①
）
ゆ
ω
O
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，

　
。
。
．
（
O
O
＞
鰹
）
り
膳
O
ω
．
（
O
O
》
一
〇
卜
。
）
”
＄
ω
．
（
O
U
｝
①
ρ
刈
酬
Q
。
卜
⊃
）
り
①
O
ω
．

　
（
O
σ
〉
忠
）
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
契
約
は
、
凹
O
。
。
．
（
O
u
＞
①
c
。
』
ω
y
ω
O
ω
’

　
（
○
∪
》
○
。
ω
）
▼
轟
O
。
。
．
（
O
U
》
8
）
る
O
ω
．
（
O
U
》
一
9
）
り
。
。
O
。
・
’
（
O
U
＞
一
〇
Q
。
）

　
で
あ
る
。

⑥
O
U
＞
①
野

⑦
九
世
紀
最
初
の
三
〇
年
間
に
作
成
さ
れ
た
こ
の
種
の
規
定
を
有
す
る
契
約
は
、

　
O
u
》
O
♪
c
。
お
一
〇
卜
。
（
以
上
講
け
戻
し
契
約
）
り
①
Q
。
』
ρ
Q
。
ω
翼
O
盒
一
〇
G
。
．
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
ソ
ヴ
ァ
ナ
の
誉
記
（
た
と
え
ば
O
U
＞
①
9
謡
曽
Q
。
N
を
作
成
し
た

　
男
臼
。
ご
）
の
手
に
よ
る
文
書
を
は
じ
め
と
す
る
　
部
の
文
書
で
は
、
罰
則
規
定

　
に
お
い
て
借
主
の
退
去
義
務
を
明
記
し
て
い
な
い
。

⑧
八
○
○
年
か
ら
八
三
〇
年
に
か
け
て
の
。
器
麟
①
＝
①
ω
の
売
価
は
、
卜
。
O
ω
．

　
（
O
U
＞
曵
♪
o
。
メ
逡
）
り
ω
O
ω
．
（
O
u
》
①
O
層
①
N
刈
①
）
曽
合
。
。
．
（
O
U
》
O
①
）
る
O
。
・
’

　
（
O
U
》
α
①
し
O
一
）
“
①
O
ω
．
（
O
O
》
O
Q
。
ア
ド
O
O
。
・
．
（
O
U
》
O
ρ
一
〇
α
）
で
あ
る
。

⑨
○
∪
〉
α
。
。
曽
芦

⑩
O
O
》
0
9
c
。
ピ
こ
の
ほ
か
八
二
七
年
に
は
、
五
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
で
売
却
さ
れ

　
た
農
民
経
営
単
位
が
、
四
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
罰
金
を
も
っ
て
塞
け
戻
さ
れ
て
い
る

　
（
○
⇔
》
一
〇
一
㍉
8
）
。

⑪
哨
亀
Φ
斜
℃
み
。
葺
①
ω
。
搾
▼
唱
．
課
ω
誌
蒔
．
北
イ
タ
リ
ア
の
ピ
ア
チ
ェ
ン
ツ
ァ
に

　
は
、
借
財
を
返
還
で
き
な
か
っ
た
農
民
が
、
抵
当
と
さ
れ
た
財
産
の
所
有
権
を
喪

　
失
し
、
借
地
人
に
転
化
し
た
例
が
あ
る
（
城
芦
前
掲
論
文
「
農
地
契
約
扁
一
五
二

　
～
五
三
頁
参
照
）
。

⑫
O
U
＞
ω
c
。
．

⑬
閃
．
℃
き
臼
ρ
浄
ミ
偽
霧
翫
9
ミ
ら
§
曹
萄
、
§
犠
巻
§
譜
§
§
§
斜
琶

　
ミ
q
轟
鱒
ざ
馬
昏
§
§
馬
ミ
ミ
篭
§
島
ぎ
蟹
ミ
ミ
馬
ミ
き
ミ
皆
ミ
§
鴨
§
ド
く
臼
。
①
臣

　
一
⑩
⑫
ρ
署
．
①
①
屯
ρ
冒
窓
拝
署
．
刈
蒔
為
O
．
参
照
。

⑭
ぎ
酔
8
年
竃
。
暮
舞
巴
》
い
ぎ
暁
§
§
き
、
§
鴇
興
．
も
℃
め
。
。
め
餅

⑮
O
u
》
①
ω
も
」
圏
・
九
世
紀
の
写
本
と
し
て
伝
来
す
る
こ
の
文
書
が
、
真
正
文

　
轡
で
あ
る
蓋
然
性
の
き
わ
め
て
高
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
H
甑
餌
．
も
．
旨
し
”
．
の
解

　
説
参
照
。

⑯
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
道
院
で
は
、
腎
器
署
ω
ぎ
ω
は
修
道
院
長
代
理
を
指
す
の

　
が
普
通
で
あ
る
が
、
こ
の
眉
法
が
ア
ミ
ア
ー
タ
修
道
院
で
確
認
さ
れ
る
の
は
、
八

　
三
〇
年
頃
に
皇
帝
ロ
タ
ー
ル
に
よ
り
俗
入
院
長
が
補
任
さ
れ
、
院
長
代
理
職
が
創

　
設
さ
れ
て
以
後
の
こ
と
で
あ
る
（
Ω
）
＞
H
目
＼
卜
。
り
署
．
愈
甲
お
．
の
修
道
院
長
・

　
院
長
代
理
に
関
す
る
一
覧
参
照
）
。
そ
れ
以
前
に
は
こ
の
用
語
は
、
修
道
院
の
遠

　
隔
地
所
領
。
Φ
諄
の
現
地
統
括
者
を
指
示
す
る
呼
称
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

　
（
O
U
＞
お
り
①
○
。
博
○
。
P
①
一
）
。

⑰
カ
ロ
リ
ン
グ
期
イ
タ
リ
ア
の
巴
＜
。
自
葺
。
。
に
つ
い
て
は
、
ω
。
β
σ
q
碧
9
卜
隣
冒
や

　
ミ
馬
畠
．
”
箸
』
罐
－
O
⑩
．
参
照
。

⑱
在
地
の
下
級
国
家
官
職
ス
ク
ル
ダ
ヒ
ス
に
関
し
て
は
、
H
窪
目
．
も
や
左
。
。
－
謡
．

　
参
照
。
　
　
　
　
　
、

⑲
O
u
＞
罐
も
・
嵩
。
。
．

⑳
ω
。
ぎ
Φ
凱
。
「
り
b
融
肉
§
爵
魅
ミ
§
N
ミ
轟
寮
．
ら
」
Φ
♪
p
同
．
参
照
。

⑳
「
は
じ
め
に
」
註
①
お
よ
び
③
に
挙
げ
た
著
香
・
論
文
参
照
。

⑫
　
イ
タ
リ
ア
北
部
を
対
象
と
す
る
農
村
史
研
究
で
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ウ
ス
は
軽
微
な

　
賦
役
し
か
負
担
せ
ず
、
か
つ
賦
役
の
質
的
・
壁
的
均
一
化
が
緩
慢
に
し
か
進
行
し

　
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
ζ
．
ζ
o
艮
鎚
p
員
び
弾
o
o
7

　
＜
伽
㊦
昌
Φ
一
8
三
田
艮
お
茜
鼠
臥
8
ヨ
①
象
①
爵
寓
山
㊦
躍
．
H
欝
冨
山
Φ
一
三
〇
己
’
ぎ
ト
恥
特
鳶
－

　
絵
§
§
鼠
蹴
喜
偽
議
a
ダ
b
唱
’
鼻
？
お
甲
ρ
℃
霧
ρ
β
跳
げ
ピ
ρ
o
o
艶
ひ
。
器
沖
℃
⊆
凹
三
9

　
冨
辰
巴
号
＝
．
恥
聞
。
ヨ
Φ
黛
。
ぐ
。
＜
P
ぎ
同
旨
典
Ψ
署
「
一
一
刈
山
O
・
）
。
そ
の
意
味
で
、
南

　
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
の
動
向
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

⑬
　
O
O
＞
刈
ω
”
℃
9
置
伊
．
ユ
ー
デ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
国
家
植
毘
一
一
七

　
頁
参
照
。
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⑳
図
．
b
d
山
訂
「
Φ
昼
誤
Φ
ζ
。
鵠
．
。
齢
Φ
蔓
。
｛
ω
四
馨
．
》
穿
下
。
α
q
δ
斡
激
蛍
。
。
曝
浄
Φ
ω
①
7

　
齢
一
①
翠
摸
ぎ
国
匙
《
ζ
㊦
象
Φ
＜
帥
一
ζ
蕾
戸
　
野
壱
蚤
ぎ
具
肉
ミ
号
魯
ω

お
　
わ
　
り
　
に

（
お
O
幽
）
も
唱
．
一
－
一
。
。
．

　
本
稿
で
は
、
自
由
農
民
没
落
論
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
練
り
上
げ
て
い
く
作
業
の
一
環
と
し
て
、
モ
ン
テ
・
ア
ミ
ア
一
目
修
道
院
に
伝
来
す

る
八
・
九
世
紀
の
土
地
貸
借
文
書
を
素
材
に
、
文
書
形
式
と
契
約
内
容
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
以
下
の
結
論
が
得
ら
れ
た
。
ま
ず
、
中
世

初
期
の
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
南
部
で
は
、
土
地
財
産
の
用
益
権
に
関
わ
る
権
利
・
義
務
関
係
を
設
定
す
る
さ
い
に
、
コ
ン
ヴ
ェ
ネ
ン
テ
ィ
ア
な
る

法
形
式
を
有
す
る
文
書
が
使
用
さ
れ
た
。
こ
の
文
書
は
契
約
当
事
者
双
方
の
合
意
を
ふ
ま
え
た
双
務
契
約
で
あ
っ
て
、
当
事
者
相
互
の
対
等
な

法
関
係
を
特
徴
と
す
る
。
こ
の
法
形
式
は
、
土
地
貸
借
文
書
が
「
リ
ヴ
ェ
ッ
ロ
」
と
い
う
固
有
の
契
約
名
称
を
獲
得
し
た
カ
ロ
リ
ン
グ
期
以
降

も
、
一
貫
し
て
保
持
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
八
世
紀
半
ば
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
聖
俗
の
領
主
層
は
こ
う
し
た
形
式
的
特
性
を
有
す
る
貸
借
文
書
を
利
用
し
て
、
経
済
的
貧
困
に

陥
っ
た
土
地
所
有
農
民
を
労
働
力
と
し
て
自
己
の
所
領
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
。
確
か
に
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
期
に
は
、
全
財
産
を
売
却
し
て
借
地

人
に
転
化
し
た
自
由
人
は
、
世
襲
的
に
土
地
を
用
益
す
る
か
、
新
た
に
保
有
地
を
賦
与
さ
れ
た
農
民
が
、
文
書
を
媒
介
と
し
て
領
主
と
借
地
契

約
を
取
り
結
ぶ
場
合
に
比
べ
て
、
負
担
の
内
容
と
量
に
お
い
て
有
利
な
条
件
を
認
め
ら
れ
て
は
い
た
。
し
か
し
弱
体
リ
ン
グ
期
に
入
っ
て
、
自

由
人
の
保
有
農
民
化
が
顕
著
と
な
る
に
い
た
り
、
領
主
は
か
つ
て
土
地
所
有
者
で
あ
っ
た
農
民
に
対
し
て
も
、
自
由
身
分
を
も
つ
そ
の
他
の
保

有
農
民
と
同
一
量
の
賦
役
労
働
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
均
一
な
賦
役
体
系
を
短
期
間
で
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
負
担
の
均
一
化
が
、
ロ
ワ
ー
ル
・
ラ
イ
ン
問
地
域
と
は
異
な
り
、
文
書
を
媒
介
と
し
て
実
現
し
た
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
場
合
、
本
来
は
長
期
に
わ
た
る
安
定
的
な
土
地
用
益
を
借
主
に
保
証
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
こ
の
契
約
は
、
当
事
者
双
方
の
対
等
な
法

関
係
を
装
う
罰
則
規
定
の
強
力
な
拘
束
力
ゆ
え
に
、
借
地
人
の
土
地
へ
の
緊
縛
化
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
契
約
違
反
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者
に
対
し
て
高
額
な
罰
金
支
払
い
を
定
め
た
罰
則
規
定
は
、
自
由
人
を
強
度
の
人
身
的
従
属
に
陥
れ
か
ね
な
い
結
果
を
招
い
た
。
経
済
的
貧
困

の
状
態
に
お
か
れ
た
自
由
人
は
、
客
観
的
媒
体
と
し
て
の
土
地
貸
借
文
書
や
貨
幣
、
国
家
役
人
の
介
在
に
よ
っ
て
、
ロ
ワ
ー
ル
・
ラ
イ
ン
間
の

保
有
農
民
よ
り
も
一
層
苛
烈
な
従
属
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
文
書
を
媒
介
と
す
る
領
主
・
農
民
関
係
の
設
定

が
自
由
農
民
に
も
た
ら
し
う
る
帰
結
の
一
つ
で
あ
り
、
領
主
に
よ
る
文
書
や
貨
幣
、
公
権
力
の
戦
略
的
利
用
に
裏
打
ち
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
の
領

主
制
が
、
時
と
し
て
ま
と
う
に
い
た
る
独
自
の
特
徴
で
あ
る
。
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Written　Leases　of　Lands　in　the　Southem　Tuscany

　　　　　during　the　Eighth　and　Ninth　Centuries：

　　On　the　Decline　of　the　Free　Peasantry　in　ltaly

by

NISHIMURA　Yoshiya

　　Eighth　and　ninth－century　ltaian　documents　show　tltat　the　decline　of　the　free

peasants　frorn　landowners　to　tenants　began　in　the　Lombard　age　and　intenshied

du血g　the　early　Carolingian　period．　Ita五an　historians，　such　as　Vito　Fumagalh　and

Bruno　Andreo一，　tend　to　connect　this　process　with　the　expansion　and

rationalization　of　the　mar｝orial　system，　the　sistema　curtense，　which　was　promoted

by　the　Franks．　Their　argument，　however，　remains　unproven．　This　paper

reconsiders　the　process　of　the　decline　of　the　free　peasantry，　by　investigating　their

｝egal，　economic　and　social　relationships　with　landlords，　exarnining　the　forms　and

the　contents　of　the　written　leases　（libelli）　of　the　monastery　of　Monte　Arniata　in

the　southem　Tuscany．　Attention　is，　in　particular，　paid　to　the　fact　that　in　ltaly，　as

opposed　to　within　the　region　between　the　Loire　and　the　Rhine，　the　tenants’

obligations　to　landlords，　such　as　labour　service　or　money　rent，　were，　in　many

cases，　fixed　through　written　contracts．

　　The　conciusions　are　as　follows：　in　eighth　and　early　ninth－century　southern

Tuscany，　more　and　more　free　peasaRts　were　forced　to　seN　their　lands　and　then

lease　them　back　because　of　poverty．　The　written　leases，　having　the　forrn　of

convenentia－ab翌ateral　contract　based　on　mutual　agreement，　which　consti加ted　a

legally　equal　relationship　between　lessors　and　lessees　一　obliged　the　free　ex－

proprietors　to　fultil，　as　tied－tenants，　labour　services　as　heavy　as　those　performed

by　other　lease－holding，　hereditary　tenants．　Here　one　might　assume　that　an　ideal

sistema　curtense　would　be　realised，　However，　it　should　be　noted　that　the　lease－

hold勘g　tenants（libe〃an’z）were　driven血to　a　much　stronger　personal　dependence

on　the　landlords　tiian　the　tenants－cultivators　on　the　northem　part　of　the　．Alps．　As

with　Ross　Balzaretti’s　case　of　the　monastery　of　Sant’Ambrogio　in　early　medieval

Milan，there　is，　in　the　background　of　the　social　process，　the　strategic　use　of　the

written　word　（such　as　Plactium　and　lease）　and　the　public　institution　（public　law－

court　and　local　othcial），　by　both　the　monastery　of　Monte　Amiata　and　by　particular
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lay　landlords　of　southern　Tuscany．　ln　addition，　we　need　to　consider　the　use　of

another　device　to　bimg　free　peasants　under　control：　money，　in　other　words，　the

purchase　of　lands　from　them　and　the　imposition　of　fines　defined　in　the　fine－clause

of　lease．　After　all　the　landlords　of　the　region　tried　not　to　create　a　standardised

lar｝d－holding　peasantry，　but　rather　to　exercise　more　coercive　lordship　over　them

through，　above　all，　written　leases　of　lands．
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